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総務委員会会議録 

 

令和４年１０月２１日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時４５分閉議（実時間２６９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７６号・令和３年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第８２号・令和３年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  橋 本 貴 喜 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者兼会計課長 一 村   勲 君 

 財務部長       野々口 正 治 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

  理事兼契約検査課長 岩 崎 伸 一 君 

  納税課長      坂 井 宏 全 君 

  財政課長      續   良 彦 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 
 
  人権政策課長 
            坂 井 健 治 君 
  （人権啓発センター所長兼務） 
 
 

 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

 健康福祉部 

  こども未来課長   辻 田 美 樹 君 

 建設部 

  建設部次長     西   竜 一 君 

  理事兼住宅課長   早 木 浩 二 君 

 市長公室長      佐 藤 圭 太 君 

  人事課長補佐    元 村 純 子 君 

  秘書広報課長    浅 川 公 利 君 

 総務企画部長     稲 本 俊 一 君 

  総務企画部次長   廣 兼 和 久 君 

  デジタル推進課長  鋤 田 敦 信 君 
 
  企画政策課長 
            角 田 浩 二 君 
  （政策審議監担当兼務） 
 

  危機管理課長    松 本 康 祐 君 
 
  危機管理課主幹兼 
            稲 崎 敬 文 君 
  消防係長 
 

 経済文化交流部 

  理事兼観光・クルーズ振興課長 豊 田 正 樹 君 

部外局 

 議会事務局長     遠 山 光 徳 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 
 
 選挙管理委員会事務局長 
            西 村 一 章 君 
 （公平委員会事務局長併任） 
 

                              

○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明申し上げます。 

 まず、審査方法についてですが、１０月５日

の本委員会でも報告いたしましたが、まず、一
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般会計決算の歳入及び各特別会計決算の歳入の

審査については、令和３年度八代市一般会計歳

入歳出決算書、または令和３年度八代市特別会

計歳入歳出決算書に基づいて、次に、一般会計

決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の審査に

ついては、令和３年度における主要な施策の成

果に関する調書、及び土地開発基金の運用状況

に関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委

員からの審査意見書も含めたところで質疑を行

うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

いたしております。 

 そのほかの審査方法については、タブレット

に格納しております資料に基づいて進めさせて

いただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

しております日程表のとおり、審査の進行によ

っては、予定している審査項目を１０月２４日

月曜日の予備日に繰り越すことも考えられま

す。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いをいたし

ます。 

                              

◎議案第７６号・令和３年度八代市一般会計歳

入歳出決算（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案２件の審査に入

ります。 

 まず、議案第７６号・令和３年度八代市一般

会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題と

し、歳入等について執行部から一括して説明を

求めます。 

○財務部長（野々口正治君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）財務部の野々口でございます。本日の

決算審査、大変お世話になります。 

 それでは、総務委員会に付託されました議案

につきまして、本日の説明者を申し上げます。 

 まず、一般会計の説明は、全体の歳入を岩瀬

財務部次長、歳出の議会費を増田議会事務局次

長、総務費など関係分を岩瀬財務部次長、消防

費を廣兼総務企画部次長が説明をいたします。 

 また、ケーブルテレビ事業特別会計は、鋤田

デジタル推進課長が説明をいたします。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

○財務部次長（岩瀬隆俊君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案第７６号・令和３年度八代市

一般会計歳入歳出決算について説明いたしま

す。 

 まず、歳入を説明する前に、一般会計全体の

収支状況について、恐れ入りますが、一般会計

歳入歳出決算書の 後のページ、２０４ページ

をお願いいたします。 

 一般会計の実質収支に関する調書でございま

すが、表の上段、１、歳入総額は８３９億７７

１２万８０００円で、前年度に比べ５億８７９

４万６０００円、０.７％の増加でございま

す。 

 次の２、歳出総額は８２２億９８６９万９０

００円で、前年度に比べ４億７８５７万９００

０円、０.６％の増加でございます。 

 このように、歳入歳出ともに僅かに増加して

おり、新市合併以来 大の決算額となっており

ます。 

 次の３、歳入歳出差引額、いわゆる形式収支

は１６億７８４２万９０００円で、この形式収

支から、次の４、翌年度へ繰越すべき財源の

計、１億４９４５万６０００円を差し引くと、

その下の５、実質収支額は１５億２８９７万３
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０００円の黒字となっておりまして、これが翌

年度への実質的な繰越金となります。 

 それでは、歳入を説明いたします。戻りまし

て、２０、２１ページをお願いいたします。 

 歳入の金額につきましては、右上のページの

中ほどにある歳入済額を１０００円未満切捨て

で説明させていただきます。 

 なお、国や県の支出金、あるいは市債など、

事業に係る特定財源につきましては、歳出でも

出てまいりますので、簡潔に説明させていただ

きます。 

 まず、款１・市税でございますが、収入済額

は１５４億２５０９万５０００円で、歳入全体

の１８.４％を占める主要な歳入でございま

す。前年度と比べ、額にして１億１３００万５

０００円、率で０.７％の増加となっておりま

す。 

 なお、調定額に対する収入済額の割合、すな

わち徴収率は、全体で９６.１％となります

が、前年度と比べて０.８ポイント上昇しまし

た。 

 また、収入済額の右側の不納欠損額５３７５

万３０００円は、地方税法の規定による滞納処

分の停止などにより、納税義務が消滅したもの

で、前年度と比べ２１.９％の増加でございま

す。 

 さらに、その右の収入未済額５億６７７５万

９０００円は、いわゆる滞納繰越額で、２１.

２％の減少でございます。 

 それでは、税目ごとの内容ですが、まず、項

１・市民税、目１・個人、節１・現年課税分４

８億６２６３万２０００円は、市民個人の前年

の所得に対する課税分で、前年度比０.７％の

増でございます。 

 なお、備考欄の還付未済額は、市税の還付を

通知したものの、年度内にお受け取りがなかっ

たものでございます。 

 次の目２・法人、節１・現年課税分の９億９

３８９万７０００円は、法人の決算期ごとの申

告課税分で、法人市民税法人税割の税率の引下

げの影響があったものの、製造業などを中心に

企業収益が回復基調にあることから、前年度比

１１.４％の増でございます。 

 次に、項２、目１・固定資産税、節１・現年

課税分の７９億５２８２万３０００円は、１月

１日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対

する課税分で、評価替えと新型コロナウイルス

感染症対策として実施した事業収入が減少して

いる中小企業者等への軽減措置などにより、前

年度比２.１％の減でございます。 

 次の目２・国有資産等所在市交付金４５３８

万３０００円は、国や県などのほかの自治体等

が所有する土地、家屋等に対する固定資産税の

代わりとして交付されるもので、令和３年度は

約１１万円の増で、ほぼ前年度並みとなってお

ります。 

 次に、項３・軽自動車税、目１・環境性能

割、節１・現年課税分１５０２万９０００円

は、税制改正により令和元年１０月１日から自

動車取得税が廃止され、購入時の新たな税とし

て環境性能割が導入されており、前年度比８.

８％の増でございます。 

 次の目２・種別割、節１・現年課税分４億４

２５２万７０００円は、４月１日現在の軽自動

車所有者に対する課税分でございますが、平成

２８年度からの税額の一部改正及び軽自家用車

の保有台数の増加などにより、前年度比２.

５％の増でございます。 

 次に、項４、目１・市たばこ税、節１・現年

課税分８億７４８７万１０００円は、たばこ卸

売販売業者等の売上げに対する課税分で、令和

２年１０月と令和３年１０月の税額改定を受

け、前年度比７.８％の増となっております。 

 次に、項５、目１・入湯税、節１・現年課税

分８８６万２０００円は、入湯客に対する課税

分ですが、前年度比８.４％の増となっており
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ます。なお、日帰り客が５０円、宿泊客が１５

０円などの税額で、環境衛生施設、消防施設の

整備や、観光振興の費用などに充てられる目的

税でございます。 

 ２２、２３ページをお願いします。 

 次に、款２・地方譲与税でございますが、地

方譲与税とは、国が徴収した特定税目の税収を

一定の基準で地方公共団体に譲与、交付するも

のでございます。 

 項１、目１、節１・地方揮発油譲与税１億３

０７８万９０００円は、国税である地方揮発油

税の４２％を市町村道の延長や面積に応じて、

市町村に譲与されるもので、前年度比３.８％

の増でございます。 

 項２、目１、節１・自動車重量譲与税３億７

３９４万６０００円は、国の自動車重量税の約

３分の１相当額を、市町村道の延長や面積に応

じて市町村に譲与されるもので、前年度比２.

０％の増でございます。 

 次の項３、目１、節１・森林環境譲与税８１

７０万８０００円は、温室効果ガス排出削減目

標の達成や、災害防止を図るために、市町村の

私有人工林の面積や林業従事者数などに応じて

市町村に譲与されるもので、前年度比０.２％

の減でございます。 

 次の項４、目１、節１・特別とん譲与税２２

７１万円は、外国貿易船の八代港への入港に際

し、船の純トン数に応じて譲与されるもので、

前年度比１.７％の増でございます。 

 次に、款３、項１、目１、節１・利子割交付

金６８２万２０００円は、預貯金等利子に課税

される県税の一部が、県民税の割合に応じて県

から市町村に交付されるもので、前年度比１

５.７％の減でございます。 

 次に、款４、項１、目１、節１は配当割交付

金でございます。配当割交付金３０８９万５０

００円は、上場株式など配当課金に対する課税

の一部を財源として、県から一定の基準で市町

村に対し交付されるもので、前年度比１１.

５％の減でございます。 

 次の款５、項１、目１、節１・株式等譲渡所

得割交付金６１７７万１０００円は、株式等の

譲渡所得に課税される県税の一部が、県民税の

割合に応じて、県から市町村に交付されるもの

で、前年度比８１.５％の増でございます。 

 款６、項１、目１、節１・法人事業税交付金

１億６９０８万９０００円でございますが、こ

れは、県法人事業税の一部を、市町村の従業員

数に応じて市町村に交付されるもので、前年度

比９９.１％の増でございます。 

 ２４、２５ページをお願いします。 

 次に、款７、項１、目１、節１・地方消費税

交付金２９億６６９１万７０００円は、徴収さ

れた地方消費税の一部が、市町村の人口及び従

業者数で案分され、交付されるもので、前年度

比８.５％の増でございます。 

 次に、款８、項１、目１、節１・ゴルフ場利

用税交付金７５７万４０００円は、県に納めら

れたゴルフ場利用税の１０分の７相当額が、ゴ

ルフ場所在の市町村に交付されるもので、前年

度比２５.９％の増でございます。 

 次の、款９、項１、目１、節１・環境性能割

交付金３６３１万６０００円は、県税の自動車

環境性能割の一部について、市町村道の延長及

び面積に応じて県から交付されるもので、前年

度比４.５％の増でございます。 

 次に、款１０、項１・地方特例交付金、目

１、節１・減税補てん特例交付金１億３３５万

６０００円は、国の制度変更等により地方負担

の増や、地方の減収が生じた場合などに特例的

に交付されるもので、前年度比０.５％の減で

ございます。 

 次に、項２、目１、節１・新型コロナウイル

ス感染症対策地方税減収補てん特別交付金１億

８７３８万８０００円は、令和３年度より中小

事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に
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係る固定資産税の軽減分が交付されるものでご

ざいます。 

 次に、款１１、項１、目１、節１・地方交付

税は１６８億２４５３万９０００円でございま

して、前年度に比べ３.４％の増でございま

す。 

 地方交付税は、団体間の財源の不均衡を調整

し、全ての地方団体が一定の水準を維持し得る

よう財源を保障するもので、国税として徴収し

た所得税、法人税、酒税、消費税や地方法人税

に、それぞれの割合を乗じた額の合計額が、合

理的な基準によって地方団体に交付されるもの

であり、普通交付税に９４％、特別交付税に

６％の割合で配分されます。 

 備考欄の普通交付税１５０億１３７１万６０

００円は、標準的な収入である基準財政収入額

が、標準的な支出である基準財政需要額に対し

少ない場合に、その差額が交付されるもので、

令和３年度は臨時経済対策分、臨時財政対策債

償還基金分等の追加交付もあり、前年度比８.

４％の増となっております。 

 また、特別交付税１８億１０８２万３０００

円は、災害時の特別の事情を考慮して交付され

るもので、新型コロナウイルス感染症対策、令

和２年７月豪雨災害復旧等の需要も算定されて

おりますが、前年度比２５.２％の減でござい

ます。 

 ２６、２７ページをお願いします。 

 款１２、項１、目１、節１・交通安全対策特

別交付金１４９４万円は、国に納付された交通

反則金を交通事故の件数や人口集中地区の人口

等を基に算出し、国から交付されるもので、前

年度比３.７％の減となっております。 

 続きまして、款１３・分担金及び負担金は、

特定の事業の経費に充てるため、その事業の受

益者に賦課徴収するもので、前年度比５.５％

増の３億９１４８万５０００円でございます。 

 増の主な要因は、農業費負担分によるものな

どでございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金、節１・農業費分担金の６０７４万２００

０円は、かんがい排水路改修事業の受益農家か

らの分担金でございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金、

節１・総務管理費負担金の１１１７万９０００

円は、八代地域イントラネット運営経費に係る

氷川町からの負担金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費負担金２億７９２０万４

０００円ですが、節１・社会福祉費負担金の４

３２１万７０００円は、老人福祉施設入所者負

担金が主なもので、２８、２９ページになりま

すが、節２・児童福祉費負担金の２億３５９８

万６０００円は、備考欄中ほどの施設型給付公

立保育所と施設型給付私立保育所の保育料が主

なものでございます。 

 なお、収入未済額４９３万７０００円の主な

ものは、備考欄下段の保育料等で、昨年度より

３０％の減となっております。 

 次に、目３・衛生費負担金、節１・保健衛生

費負担金の６２４万４０００円は、病院群輪番

制病院運営事業負担金や、養育医療保護者負担

金が主なもので、前年度比７.４％の減となっ

ております。 

 ３０、３１ページをお願いします。 

 目４・農林水産業費負担金、節１・農業費負

担金の２６１６万９０００円は、い草移植機等

導入支援負担金として、氷川町及び宇城市から

の負担分でございます。 

 次の目５、節１・商工費負担金の２３５万３

０００円は、ＤＸによる八代圏域ツナガル推進

事業の氷川町と芦北町の負担金でございます。 

 次の目６・教育費負担金、節１・教育総務費

負担金の３３４万３０００円は、災害共済給付

に係る掛金の一部を負担するスポーツ振興セン

ター保護者負担金が主なものでございます。 

 続いて、款１４・使用料及び手数料は、行政
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財産などの使用に対して、条例の定めにより徴

収するもので、前年度比１.２％増の７億３８

５２万５０００円となっております。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料、節

１・総務管理使用料の１８３５万２０００円

は、市営の新八代駅東口駐車場及びコミュニテ

ィセンターの使用料が主なものでございます

が、前年度比２０.２％増となっております。

増の主な要因は、新型コロナウイルス感染症の

影響により減少していたコミュニティセンター

の利用が、前年度に比べ回復したことによるも

のでございます。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 少し飛びまして、中ほどの目３・衛生使用

料、節１・保健衛生使用料の１７３６万１００

０円は、斎場使用料と千丁健康温泉センター使

用料が主なものでございます。次の節２・生活

環境使用料の６５８万８０００円は、環境セン

ター施設使用料が主なものでございます。 

 ３４、３５ページをお願いします。 

 目４・農林水産業使用料、節１・農業使用料

の１７８万６０００円は、東陽定住センター研

修室及び農産加工施設機械使用料などでござい

ます。 

 飛びまして、３６、３７ページをお願いしま

す。 

 目６・土木使用料ですが、節１・道路橋梁使

用料の４４２９万６０００円は、九州電力やＮ

ＴＴの電柱に対する道路占用料ほか、節４・住

宅使用料の１億９１５３万２０００円は、公営

住宅使用料などが主なものでございますが、前

年度比１.６％の減でございます。 

 なお、備考欄の下段、公営住宅使用料等の収

入未済額は、現年度分と過年度分を合わせまし

て１６２９万５０００円で、前年度より２０２

万６０００円の減となっております。 

 飛びまして、目８・教育使用料の２０８７万

３０００円でございますが、節１・学校施設使

用料３３１万１０００円は、小学校や中学校な

どの体育館の使用料、３８、３９ページへ続き

まして、節３・社会教育施設使用料９１９万１

０００円は、公民館や文化センター、博物館の

使用料、節４・社会体育施設使用料８３４万６

０００円は、夜間照明などスポーツ施設の使用

料が主なものでございます。この目８全体で、

前年度比２５.１％の増でございます。 

 ４０、４１ページをお願いします。 

 項２・手数料でございますが、目１・総務手

数料の６１１６万１０００円の主なものは、節

３・戸籍住民基本台帳手数料の戸籍謄本や住民

票などの交付手数料でございます。 

 目２・衛生手数料の３億６１４７万７０００

円は、節２・生活環境手数料の環境センターへ

の搬入ごみ処理手数料と、有料指定袋ごみの処

理手数料が主なものでございます。 

 次に、一つ飛ばして、目４・土木手数料の９

４５万５０００円は、節１・建築指導業務手数

料の建築確認・検査申請等手数料が主なもので

ございます。 

 飛びまして、４２、４３ページをお願いしま

す。 

 款１５・国庫支出金１６４億５８９８万６０

００円は、いわゆる国が使途を指定して、市に

交付する支出金でございまして、前年度比３

７.９％の減となっております。減の主な要因

は、昨年度の特別定額給付金事業補助金や、新

型コロナウイルス感染症対策、令和２年７月豪

雨に伴う災害応急対策に対する負担金や補助金

などの影響によるものでございます。 

 右側の収入未済額が７億９６６８万６０００

円ありますが、主には、住民税非課税世帯への

臨時特別給付金給付事業に係る子育て世帯等臨

時特例支援事業補助金や、公共土木施設災害復

旧費負担金などの災害関連で、令和４年度への

繰越事業分でございます。 

 まず、項１・国庫負担金ですが、目１・民生
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費国庫負担金、節１・社会福祉費負担金２２億

２２９万９０００円は、国民健康保険を支援す

る国民健康保険基盤安定保険者支援分負担金、

及び障害者に対する介護給付などを負担する障

害者自立支援給付費負担金や障がい児通所支援

事業負担金が主なもので、次の節２・児童福祉

費負担金４０億６０１６万６０００円は、民間

の保育所運営費負担金や、中学校３年生までの

子供に支給される児童手当交付金、１８歳未満

の児童を扶養する独り親家庭などに支給する児

童扶養手当負担金が主なもので、次の節３・生

活保護費負担金２２億５１３５万７０００円

は、生活扶助、医療扶助などの生活保護費負担

金でございます。 

 ４４、４５ページをお願いします。 

 目２・衛生費国庫負担金６億６８７５万７０

００円の主なものは、新型コロナウイルスワク

チン接種対策費負担金でございます。 

 次の目３・災害復旧費国庫負担金４億５７２

３万３０００円の主なものは、令和２年７月豪

雨災害復旧に対するものでございます。 

 なお、収入未済額３億３６２７万２０００円

は、令和４年度への明許繰越分でございます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金、節１・総務管理費補助金８億７

８４３万１０００円は、４６、４７ページへ続

きまして、備考欄の新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金が主なものでございま

す。 

 次に、目２・民生費国庫補助金１３億２６４

４万３０００円の主なものは、節１・社会福祉

費補助金では、先ほど申しました住民税非課税

世帯への支援である子育て世帯等臨時特別支援

事業費補助金、節２・児童福祉費補助金では、

独り親等の子育て世帯への支援である子育て世

帯臨時特別給付金給付事業や、新型コロナウイ

ルス感染症セーフティーネット強化交付金が主

なものでございます。 

 ４８、４９ページをお願いします。 

 目３・衛生費国庫補助金３億８７６０万５０

００円は、節１・保健衛生費補助金の新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補

助金や、節２・生活環境費補助金の小型合併処

理浄化槽設置事業費補助金が主なものでござい

ます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金６億９９９８

万円の主なものは、節１・道路橋梁費補助金の

備考欄の道路ストック点検・修繕事業交付金

や、東西アクセス線改良事業交付金、橋梁長寿

命化修繕事業交付金のほか、５０、５１ページ

へ続きまして、節２・都市計画費補助金の西片

西宮線道路整備事業交付金、節３・住宅費補助

金の公営住宅ストック総合改善事業補助金など

でございます。 

 なお、収入未済額は、令和４年度への明許繰

越分でございます。 

 ５２、５３ページをお願いします。 

 目５・教育費国庫補助金６９９４万４０００

円の主なものは、節２・小学校費補助金の備考

欄中ほどの学校保健特別対策事業費補助金や、

小学校非構造部材耐震改修事業補助金、節３・

中学校費補助金の学校保健特別対策事業費補助

金などでございます。 

 なお、収入未済額１５９２万５０００円のう

ち１５３１万７０００円は、小学校非構造部材

耐震改修事業における令和４年度への明許繰越

分でございます。 

 ５４、５５ページをお願いします。 

 少し飛びまして、目６・災害復旧費国庫補助

金９億３７３５万３０００円は、令和２年７月

豪雨災害復旧経費に係る、節１・厚生施設災害

復旧費補助金の災害等廃棄物処理事業費補助金

や、節２・公共土木施設災害復旧費補助金の堆

積土砂排除事業補助金などでございます。 

 続いて、項３・委託金４９０２万１０００円

は、国が本来自ら行うべき事務でありますが、
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地方公共団体に行わせたほうが効率的である場

合に、その事務を行わせ、その経費を負担する

ものであります。 

 少し飛びまして、目２・民生費委託金、節

１・社会福祉費委託金４０１９万９０００円

は、基礎年金等事務費交付金が主なものでござ

います。 

 飛びまして、５６、５７ページをお願いしま

す。 

 款１６・県支出金６５億７１５６万４０００

円は、県が使途を特定して、市に交付する支出

金でございまして、前年度比３.８％の増とな

っております。主な要因は、新型コロナウイル

ス感染症対応総合交付金の増によるものでござ

います。 

 右側の収入未済額は１３億４３０９万６００

０円で、令和２年７月豪雨災害に係る林道施設

災害復旧費補助金など、令和４年度への繰越し

事業に伴う財源が主なものでございます。 

 まず、項１・県負担金、目１・民生費県負担

金、節１・社会福祉費負担金１９億４９２７万

８０００円は、低所得者の国民健康保険税の軽

減分などを負担する国民健康保険基盤安定負担

金、同様に、後期高齢者医療保険料の軽減分を

負担する後期高齢者医療保険基盤安定負担金、

障害者に対する介護給付などを負担する障害者

自立支援給付費負担金や、障がい児通所支援事

業負担金が主なものでございます。次の節２・

児童福祉費負担金１３億７３０９万３０００円

は、民間の保育所運営費負担金と、児童手当交

付金が主なものでございます。 

 少し飛びまして、５８、５９ページをお願い

します。 

 項２・県補助金、目１・総務費県補助金、節

１・総務管理費補助金４億８５７３万６０００

円でございますが、主なものは、新型コロナウ

イルス感染症対応総合交付金や熊本地震復興基

金交付金などでございます。 

 次の目２・民生費県補助金、節１・社会福祉

費補助金１億６５１０万円は、備考欄３つ目の

重度心身障がい者医療費助成事業費補助金や、

６０、６１ページにかけまして、生活困窮者就

労準備支援事業費等補助金が主なものでござい

ます。 

 次の節２・児童福祉費補助金２億７２７６万

３０００円は、備考欄１つ目の放課後児童健全

育成事業等補助金や、備考欄 後の保育対策総

合支援事業費補助金などが主なものでございま

す。 

 ６２、６３ページをお願いします。 

 少し飛びまして、目３・衛生費県補助金４５

７１万９０００円の主なものは、節１・保健衛

生費補助金の４歳未満児等の乳幼児への医療費

助成に対して補助される乳幼児医療費助成事業

補助金や、節２・生活環境費補助金の小型合併

処理浄化槽設置事業費補助金などでございま

す。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金１５億２

９４８万２０００円の主なものは、節１・農業

費補助金で、次の６４、６５ページになります

が、備考欄中ほどの地籍調査事業補助金や、下

から４つ目の多面的機能支払交付金事業補助

金、６６、６７ページにかけまして、備考欄上

から３つ目の産地生産基盤パワーアップ事業費

補助金や、中段のい草移植機等導入支援補助

金、下から３つ目の農業施設や機材の導入など

に対する強い農業・担い手づくり総合支援交付

金などでございます。 

 ６８、６９ページをお願いします。 

 少し飛びまして、目５・土木費県補助金２７

６６万５０００円は、節１・都市計画費補助金

の新幹線沿線道路整備事業費補助金や、節３・

河川費補助金の土砂災害危険住宅移転促進事業

補助金などでございます。 

 下段の、目６・消防費県補助金２３３７万２

０００円は、石油貯蔵施設立地対策等交付金の
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ほか、球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助

金など、消防団活動に欠かすことのできない資

機材等の整備に要する経費などに対するもので

ございます。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 飛びまして、中段の目８・災害復旧費県補助

金３億９３５９万６０００円は、節１・農林水

産業施設災害復旧費補助金で、令和２年７月豪

雨で被災した林道や農地、漁港施設等の災害復

旧に係る補助金や、節２・公共土木施設災害復

旧費補助金の熊本県堆積土砂排除事業補助金な

どでございます。 

 ７２、７３ページをお願いします。 

 項３・委託金、目１・総務費委託金２億６３

３２万円でございますが、７４、７５ページに

かけまして、節２・徴税費委託金の県民税徴収

事務委託金は、本市が県民税を市民税と一括し

て徴収し、それを県に納入しておりますので、

その事務に対し、県から交付されるものでござ

いまして、そのほか、節４・選挙費委託金の衆

議院議員選挙委託金などが主なものでございま

す。 

 飛びまして、７６、７７ページをお願いしま

す。 

 款１７・財産収入は６０３２万２０００円で

ございます。財産収入は、市が有する財産の貸

付け等の運用による賃借料、利息、配当金及び

財産の売払い等による現金収入でございまし

て、前年度比１９.７％の減となっておりま

す。主な要因は、土地売払収入及び動産売払収

入が減少したことによるものでございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付

収入、節１・土地建物貸付収入の２２９２万５

０００円は、市有財産の貸付けに対する貸付収

入で、目２、節１・利子及び配当金１５０７万

８０００円は、財政調整基金利子をはじめとす

る各基金の預金利子などでございます。 

 項２・財産売払収入２２３１万８０００円

は、目１・不動産売払収入、節１・土地売払収

入の八千把地区土地区画整理事業保留地売払収

入が主なものでございます。 

 飛びまして、７８、７９ページをお願いしま

す。 

 款１８・寄附金でございます。寄附金総額は

１８億３５６２万７０００円で、前年度に比べ

４億６６４５万９０００円、３４.１％の増と

なっております。 

 主な要因は、目１・総務費寄附金、節１・総

務管理費寄附金のふるさと元気づくり応援寄附

金１７億６８２３万３０００円で、前年度比４

億９６０８万７０００円の大幅増でございま

す。 

 その他、目３・衛生費寄附金、節１・保健衛

生費寄附金の新型コロナウイルス感染症対策寄

附金１０００万円や、目６、節１・災害復旧費

寄附金の豪雨災害寄附金２０２８万４０００円

など、貴重な御寄附をいただいております。 

 飛びまして、８０、８１ページをお願いしま

す。 

 款１９・繰入金は２５億５０２０万９０００

円でございます。項１・基金繰入金２５億４７

８７万９０００円は、基金の設立目的に応じた

事業を実施するとき、その財源として基金から

繰り入れたものでございます。 

 主なものは、目６・ふるさと八代元気づくり

応援基金繰入金４億７３２９万８０００円のほ

か、８２、８３ページになりますが、目８・ま

ちづくり交流基金繰入金６１１６万４０００

円、目１１・平成２８年熊本地震復興基金繰入

金８５５６万３０００円、目１４・八代市庁舎

建設基金繰入金９１３７万２０００円、次の８

４、８５ページになりますが、目１６・新型コ

ロナウイルス感染症対策基金繰入金で２億８１

８７万３０００円、目２０・土地開発基金繰入

金で、公社解散に伴い１４億９７２２万１００

０円を繰り入れております。 
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 次に、款２０・繰越金１５億６９０６万２０

００円でございます。令和２年度決算の歳入総

額と歳出総額の差引き額、いわゆる形式収支額

で、これが令和３年度の歳入となったものでご

ざいます。 

 次に、款２１・諸収入１０億４５９８万８０

００円は、ほかの収入科目に含まれない収入を

まとめたもので、前年度比８.８％増となって

おります。主な増加の要因は雑入で、仮設施設

整備支援事業助成金などによるものでございま

す。 

 項１・延滞金加算金及び過料の１５４４万４

０００円は、市税等が納期限までに納入されな

い場合の延滞金でございます。 

 飛びまして、８６、８７ページをお願いしま

す。 

 項３・貸付金元利収入の５億５７２３万円の

うち、目１・総務費貸付金元利収入は、地域総

合整備資金貸付金元利収入が主なもので、これ

は、新たな雇用を生むなど、地域振興に資する

事業を実施する民間事業者に、経費の一部を市

が地方債を借りて、それを無利子で貸し付ける

ものでございます。 

 その下の住宅新築資金等貸付金元利収入で

は、その収入未済額が１億４４１０万４０００

円となっております。 

 次の目２・民生費貸付金元利収入、節１・社

会福祉費貸付金元利収入の災害援護資金貸付金

元利収入などで１２５０万９０００円の収入未

済額がございます。 

 １つ飛ばして、目４・商工費貸付金元利収入

５億６５万円は、中小企業経営安定特別融資預

託金をはじめとする各預託金の元利収入でござ

います。 

 ８８、８９ページにかけまして、目５・教育

費貸付金元利収入の奨学資金貸付金元利収入に

おきましても、現年度分と過年度分を合わせて

収入未済額が１２６３万９０００円ございま

す。 

 次に、項４・雑入４億７３２８万８０００円

のうち、少し飛んで、目５・雑入で、主なもの

は、節２・消防団員等公務災害補償等共済基金

収入の消防団員退職報償金、節３・公営住宅共

益費などのほか、９０、９１ページにかけまし

て、節８・雑入の４億６７５万２０００円でご

ざいます。 

 その主なものは、仮設施設整備支援事業助成

金１億１８３０万８０００円、熊本県市町村振

興協会市町村交付金２５５６万３０００円や、

再資源化物販売代金納付金２６１７万３０００

円のほか、令和２年７月豪雨関連の繰越しで、

熊本県企業局荒瀬ダム撤去対策事業負担金３９

１３万１０００円などでございます。 

 なお、収入未済額の６３３４万９０００円

は、生活保護費返還金、児童扶養手当返還金な

どでございます。 

 ９２、９３ページをお願いします。 

 款２２・市債でございますが、前年度比６

０％増の１６３億１１５０万円でございます。 

 収入済額の内訳は、建設事業や災害復旧事業

などの事業に伴う事業債１４９億８４４０万円

と、臨時財政対策債等の財源補てん債の１３億

２７１０万円となっております。 

 事業債につきましては、それぞれの事業費か

ら、国県補助金など特定財源があれば、それを

差し引いた残りに、定められた借入れの割合を

掛け合わせて算出し、１０万円単位で借入れを

行っており、歳出のそれぞれの事業で説明しま

すので、ここでの詳細な説明は省略させていた

だきます。 

 なお、事業債のうち合併特例事業債は、新庁

舎建設事業や民俗伝統芸能伝承館整備事業、学

校施設整備事業など３４億１８８０万円となっ

ており、事業債の２２.８％を占めておりま

す。 

 また、新庁舎建設事業は、合併特例債以外に
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も、災害復旧事業債を借り入れております。 

 以上で、令和３年度一般会計歳入歳出決算の

歳入についての説明を終わります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について、一括して質疑を行います。 

 なお、お願いですが、歳入で国県支出金など

の特定財源に係る事業内容についての質疑は、

歳出における質疑と重複することが考えられま

すが、事業内容に関する事項については、所管

の各常任委員会で審査をされますので、御配慮

いただきたいと思います。御協力よろしくお願

いをいたします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） それでは、１点だけ、

毎回お尋ねしていると思うんですけど、住宅新

築資金等貸付金元利収入、結構大きな額ですよ

ね、収入未済額。回収の状況というのを、また

今回も確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） しばらくお待ちくだ

さい。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂井健治君） 人権政策課の坂井です。よろ

しくお願いいたします。 

 先ほどお尋ねがありました住宅新築資金等貸

付金の件ですが、当時、貸付けの件数なんです

が、延べ６０人、８２件で、貸付総額が４億２

１８６万２６９０円です。そのうち償還済みの

ほうが２億７５５６万４７１９円でございまし

て、先ほど出ました未償還額が１億４４１０万

４２７５円、未償還分の件数が、延べ２９人、

４１件となっております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 内訳、ありがとうござ

いました。 

 その回収に対する、その動きというか、現状

ですね。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂井健治君） 人権政策課、坂井です。 

 申し訳ございません、近年の歳入なんですけ

れども、令和４年が９万３０００円となってお

ります。こちらのほうですね、もう貸付け、始

まったのが昭和５２年でございまして、もう約

４０年経過しておりまして、債務者のほうが亡

くなられている分がかなり多うございまして、

こちらのほうですね、現在相続人の調査と、あ

と、高齢になっている方もいらっしゃいますけ

れども、そちらのほうと面談をして、少しずつ

債務の整理等も考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 不能欠損について２

件、まず、２９ページの児童福祉負担金の２５

万９９８０円。それと、３７ページですかね、

住宅使用料の１４３万１４６０円というのがあ

りますが、大体、不能欠損になった理由として

は、執行停止と、そういった部分だろうと思い

ますが、この欠損になった、例えばですね、児

童福祉負担金については、これは１件分とか、

１名分とか、対象者１名分とかですね、住宅に

ついても、使用料についても、何件ぐらいの滞

納があって、執行停止になって、不能欠損にな

ったのか、その辺り、ちょっと教えていただけ

ればと思います。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 保育料の不納欠損についてお答えいたしま

す。 

 不納欠損分の２５万９９８０円につきまして

は、９件分、６名の方の保育料について、不能

欠損しております。 

 以上、お答えといたします。 

○建設部次長（西 竜一君） すみません、住
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宅課を呼ぼうということで、手を挙げたんです

が、住宅課が来ましたので、説明させます。 

○理事兼住宅課長（早木浩二君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）住宅課の

早木でございます。 

 今、お尋ねのですね、不能欠損の状況でござ

いますけども、対象の人数はですね、７名分で

ございます。 

 その内訳でございますけど、理由といたしま

して、お亡くなりになられた、死亡が２件、そ

れから時効が１件、それから破産申請によるも

のが１件、それから生活保護を受給されている

ということで、３件分ですね、ございましたの

で、合計で７名分という形になります。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で、

歳入についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１２分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明を願います。 

○議会事務局長（遠山光徳君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会

事務局の遠山でございます。本日はどうぞよろ

しくお願いをいたします。 

 私のほうから、令和３年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、第１款・議会費に関しまして、

局長としての総括を述べさせていただきます。

恐れ入りますが、着座にて申し上げます。 

 議会費におきましては、令和３年度予算現額

３億６３９０万３０００円に対し、決算額は３

億４２００万２０００円で、予算の執行率は約

９４％と、前年と比較しますと、約２.４％低

下しているところでございます。 

 決算額のうち議員報酬及び手当、職員給与、

共済費などの義務的経費が約３億１５０７万２

０００円で、全体の約９２.１％を占めており

ます。残りの約７.９％、約２６９３万円が、

様々な議員活動や議会運営に係る事務費でござ

います。 

 この中で、政務活動費につきましては、議員

各位の御協力により、その使途清算も適正に行

われたところでございます。なお、その執行率

につきましては、約４０.４％でございまし

て、前年度と比較いたしますと、約１７％低下

しているところでございます。 

 これらの執行率の低下の理由といたしまして

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

い、各常任委員会、議会運営委員会、政務活動

における視察等を自粛されたことや、各種会議

等の多くが書面決議、または中止となったこと

が主な要因となっております。 

 また、昨年１２月定例会からタブレット端末

の運用を開始し、議員の皆様全員に貸与し、御

利用をいただいております。これにより、議案

や資料を電子化し、紙資料の削減と事務作業の

軽減、同時に、執行部等からの情報伝達や、議

会内の情報共有の迅速化が図られ、災害時の危

機管理体制の強化にも寄与いたしております。 

 今後、議会事務局といたしましては、本市の

優先課題である令和２年７月豪雨からの創造

的復興や、新型コロナウイルス感染症対策への

取組に加え、開かれた議会、市民に親しまれる

身近な議会を目指し、ＩＣＴの活用による議会
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情報の積極的な発信や、効率的で円滑な議会運

営、議員・職員研修のさらなる充実等を図り、

市民の負託を受けられました市議会が、行政に

対する監視、評価機関として、また多様な民意

を市政に反映させる合議制の意思決定機関とし

て、その機能を十分に発揮することができます

よう、組織力のさらなる強化に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上、今後とも御協力を賜りますようよろし

く申し上げまして、私の議会費の総括とさせて

いただきます。 

 それでは、この後、詳細につきまして、議会

事務局、増田次長が御説明いたしますので、御

審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 皆様、改め

ましてこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）議会事務局、増田でございます。 

 それでは、私のほうから、令和３年度におけ

る議会費の決算につきまして御説明申し上げさ

せていただきます。説明につきましては、恐れ

入りますが、着座にて行わさせていただきま

す。 

 それでは、先ほど局長からございましたよう

に、議会費の９２.１％が義務的経費に関する

ものでございます。 

 また、議会費における令和３年度予算総額は

３億６３９０万３０００円でございまして、支

出済額約３億４２００万２０００円、不用額約

２１９０万１０００円、執行率は９４％となっ

ております。 

 不用額の主な内訳といたしましては、会議出

席費用弁償等の旅費約１４６万円、常任委員会

行政視察旅費４２０万円、海外行政視察旅費２

８０万円、会議録作成業務委託などの委託料約

１１３万円、負担金補助及び交付金における政

務活動費約６０１万円などでございます。 

 それでは、令和３年度における主要な施策の

成果に関する調書その１を用いまして、主要な

施策の成果に関する調書の１３ページをお開き

ください。 

 義務的経費以外につきまして、上段の議会運

営事務事業を説明させていただきます。本事業

では、議会の運営全般及びこれに関わる事務処

理、会計処理を実施いたしております。 

 事業に対する予算額４３１０万３０００円に

対しまして、決算額は２７２１万１０００円で

ございます。 

 具体的な事業内容といたしましては、各会議

等出席の際支給されます費用弁償、普通旅費、

議会だより印刷製本費、委員会及び本会議にお

ける会議録作成費などでございます。 

 それでは、個々の内容につきまして、不用額

理由も含め、主なものを御説明申し上げます。 

 まず、通常分といたしまして、２２３９万２

０００円の内訳としまして、一番上、費用弁償

につきましては、記載のとおり、議長の全国市

議会議長会をはじめといたします各種会議への

出席に伴うものでございます。この中で、先ほ

ども申し上げましたが、海外行政視察旅費が、

不用額として２８０万円生じておりますが、今

般の新型コロナウイルス感染症流行に伴い、実

施はなされておりませんでした。 

 さらに、議長出席の諸会議に係る旅費が不用

額として約８９万円ございますが、これにつき

ましても、同様の理由により、書面議決、ある

いはリモートにより実施されたためでございま

す。 

 次に、上から６段目、議会だより、市政の概

要ほか、印刷製本費４３５万９０００円につき

ましては、年４回発行いたしております議会だ

よりをはじめ、市政の概要等作成に要した経費

でございます。 

 次に、会議録検索システム保守点検及び議会

中継システム機器保守点検業務委託につきまし

ては、本会議及び委員会の放映に関する業務委

託及びパソコン等により会議録を検索するため
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の業務委託料でございます。 

 次に、委員会記録作成及び会議録作成業務委

託につきましては、過去５年間の実績を踏ま

え、予算合計４３０万円を計上いたしておりま

したが、支出済額約３１７万円、不用額として

約１１３万円生じております。 

 この不用額の主な理由といたしましては、新

型コロナウイルス感染症対策のため、各派代表

者会及び議会運営委員会におきまして、各定例

会での質疑・一般質問を、人数制限等の自粛を

御決定され、その結果、会議時間の変動により

不用額が生じたものでございます。 

 次に、公用車購入につきましては、１０人乗

りワゴン車を新たに購入したものでございま

す。 

 後に、下から４段目、新型コロナウイルス

感染症対策分４２５万４０００円につきまして

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金３８７万２０００円を活用し、タブレ

ット端末の導入及び議場飛沫防止パネルを購入

したものでございます。 

 以上が、令和３年度議会事務局が担当いたし

ます議会費における主な決算の状況でございま

すが、 後に、今後の議会事務局の方向性とい

たしましては、現在の業務をさらに改善しつ

つ、適正かつ効率的な議会運営はもとより、各

議員による円滑な議会活動遂行のための支援に

努める必要性があると考えております。 

 そのためにも専門知識の取得に努め、事務局

職員のスキルアップ、さらには議員各位御承知

のとおり、議会におけるデジタル化の推進を図

るため、タブレット端末等を活用し、議会運営

での利用による議会運営の円滑化及び市民の方

への議会情報の提供を強化してまいる所存でご

ざいます。 

 以上が説明となります。御審議方よろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 決算書の節区分だと、

節１７・備品購入費ってあると思うんですけど

も、６階光庭の灰皿スタンドの購入は、こちら

に含まれてるっていうことでよろしかったでし

ょうか。 

○議会事務局次長（増田智郁君） こちらの備

品購入には含まれておりません。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） 灰皿スタンドは、じゃ

あ、購入されてない。どういう形であれは設置

されたんですかね。 

○議会事務局次長（増田智郁君） そちらの設

置につきましては、執行部のほうで、一応設置

はしていただいておりますので、議会費として

購入したということではございません。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） ということは、あれは

議会のではなくて、全体の市の執行部の物とい

う形でよろしかったですか。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 議会費の

分、議会費で購入したものではございませんの

で、議会の所有ということではございません。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で、

第１款・議会費についてを終了します。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午前１１時２４分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費中、当委員会関係分及

び第１１款・公債費、第１２款・諸支出金、第

１３款・予備費について、一括して説明を求め

ます。 

○市長公室長（佐藤圭太君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市長公

室の佐藤でございます。 

 総務費の審査に当たりまして、関係部が所管

します主要な施策について、その取組状況や結

果を振り返り、今後の方向性などにつきまし

て、私並びに各部長から事業総括を述べさせて

いただきます。それでは、着座にて説明させて

いただきます。 

 市長公室は、秘書広報課、人事課、国際課、

並びに総合支援チームの体制で、市民に対する

広報広聴と、人事管理をはじめとする組織、人

づくりの取組や、本市の国際化の推進と、多文

化共生社会の実現に取り組んでいくとともに、

市長、副市長のトップマネジメントを推進する

ため、重要事案等について、全庁的な情報共有

や、各部間の連携強化を図るなど、市組織の機

能強化を主な担務としております。 

 まず、広報広聴の分野では、市政の見える化

のさらなる推進を目的に、広報やつしろを毎月

発行するとともに、市の公式ホームページやＳ

ＮＳなどを活用した情報発信、市長への手紙、

まちづくり出前講座、テーマトークなどの実施

による広聴機会の拡充を図っております。しか

しながら、コロナ禍に伴い、令和３年度に予定

していた中学生議会の延期や、出前講座開催数

の減少など、これまでの取組にも影響が出てお

ります。 

 そのため、市民からの御提案や御意見を伺っ

て、市政に反映させるという大切な役割を担っ

ている広報広聴活動につきましては、従来の実

施方法に固執することなく、スマートシティや

つしろの推進を踏まえた新たな取組や、インタ

ーネットをはじめとする様々な媒体のさらなる

活用を行いながら、引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、人材育成の面では、コロナ禍の状況に

より中止となった派遣研修もございましたが、

より質の高い市民サービスを提供するため、職

員の意識改革と能力開発につながるようメンタ

ー研修、主任・主査級研修、政策立案研修、Ｄ

Ｘ人材育成研修など、時代に応じた内容で、多

角的、計画的に研修を実施いたしました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響を抑

制するため、一部においてはリモートやオンラ

インでの研修を行ったところです。引き続き、

職員がより受講しやすい環境を確保しつつ、新

しい生活様式を踏まえた職員研修を実践してま

いります。 

 後に、本市の国際化と多文化共生社会の推

進に向けた取組でございますが、年々増加する

外国人市民との共生に、地域が一体となり取り

組む組織として、やつしろ国際協会を令和３年

７月に設立いたしました。外国人市民が、日本

人市民と交流しながら、日本語を学ぶにほんご

交流広場や、異文化交流イベントの定期的な開

催など、会員の皆様と共に、共生社会の実現を

目指した活動を展開しており、今年度におきま

しては、市や警察、消防、経済団体と連携した

出前講座の開催や、市民へのやさしい日本語の

普及等にも力を入れています。 

 今後も、協会の活動を広く市民に周知しなが

ら、心や言葉の壁を低くし、安全・安心な多文

化共生社会の早期実現につなげてまいります。 

 また、国際交流員によります出前講座、各種

情報発信による多文化共生社会の醸成や、市役

所への多言語通訳システムの導入により、サポ

ート体制の充実にも努めてまいります。 

 なお、友好都市であります中国北海市、台湾

基隆市との交流につきましては、新型コロナウ
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イルス感染症の影響はあるものの、中国北海市

との間では、友好都市締結２５周年記念パネル

展を双方で開催し、台湾基隆市からは、今年９

月に訪問団が本市を訪問されるなど、状況を見

ながら、今後も新たな交流形態や、人的交流の

充実について意見交換を行い、一層の友好交流

が図れるよう取組を進めてまいります。 

 これからも市長公室の役割と組織、人づく

り、国際化と多文化共生の推進という視点を大

事にしながら、常に改善と向上の意識を持って

事業に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、市長公室の決算審査に際しましての事

業総括とさせていただきます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部の稲本でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。それではですね、着座にて説

明させていただきます。 

 総務企画部は、本庁、支所合わせて１０課で

構成されておりますが、総務費に係る主な事業

について、総括を申し上げます。 

 まず、総合計画についてですけれども、平成

３０年度から令和７年度の８年間を計画期間と

する第２次八代市総合計画基本構想及び平成３

０年度から令和３年度の４年間を計画期間とす

る第１期基本計画を策定し、市の目指す将来

像、しあわせあふれる ひと・もの 交流拠点

都市“やつしろ”を目標に、中長期的視野に立

った計画的な行政運営を行ってきたところでご

ざいます。 

 令和３年度に第１期基本計画の計画期間の終

了を迎えたことから、令和４年度から令和７年

度の４年間を計画期間とする第２期基本計画を

策定したところでございます。 

 あわせて、第２期基本計画にて、特に重点的

に取り組む施策などを取りまとめた八代市重点

戦略についても策定いたしました。限りある財

源を重点的に投入し、 優先課題である坂本町

の創造的復興や新型コロナウイルス感染症への

対応などに取り組むこととしております。 

 今後もＳｏｃｉｅｔｙ５.０の実現に向けた

社会全体のデジタル化や、ＳＤＧｓの推進など

社会経済情勢の大きな変化に的確に対応しつ

つ、総合計画で掲げた市の将来像の実現に向

け、各種施策の推進に取り組んでまいります。 

 公共交通についてですが、令和２年１０月か

ら令和７年９月までを計画期間とする八代市地

域公共交通計画に基づき、地域の方々の御要望

や利用状況に応じて、路線バス、乗合タクシー

の見直しを実施しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により、利用者数が大幅に減少した乗用タクシ

ー及び高速バスすーぱーばんぺいゆについて、

利用促進を図るため、タクシーチケット割引事

業や、高速バス乗車券購入に対する補助を行っ

ております。 

 今後とも、市民の移動手段確保のため、財政

負担額を抑制しながらも、利便性と効率性を兼

ね備えた公共交通の在り方を検討してまいりま

す。 

 次に、移住・定住の促進についてですが、令

和３年度は、やつしろ学生ラボ事業や、移住支

援金の支給、移住相談会への参加、定住自立圏

を構成する氷川町・芦北町と連携した婚活イベ

ントを実施しております。 

 移住相談会は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、令和３年度はオンラインでの開催

が主体となり、計５回参加しております。コロ

ナ禍において、地方移住への関心が高まってお

りますことから、令和４年度創設いたしました

移住・定住促進補助金などの移住・定住支援策

について、積極的に情報発信を行い、本市への

移住・定住を促進してまいります。 

 次に、八代・天草シーライン建設促進につい

てですが、令和３年度は、行政期成会として、
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７月と１１月に国への要望活動を実施するとと

もに、県知事を会長とした県協議会と連携し、

構想推進大会を上天草市で初めて開催いたしま

した。また、本年４月には、県協議会による国

への要望活動にも、市長が参加いたしておりま

す。 

 今後も、引き続き県協議会や行政期成会、民

間期成会等と連携・協力し、八代・天草シーラ

イン構想の早期実現に向けて取り組んでまいり

ます。 

 次に、行政改革でございますが、令和３年度

の取組として、社会全体のデジタル化が進む

中、行政においても、デジタル技術を活用した

業務改善や市民サービスの高度化を図るため、

国の自治体ＤＸ推進計画や、八代市デジタル化

推進基本計画を反映する形で、第三次八代市行

財政改革大綱の一部見直しを行いました。 

 また、行政手続や業務の効率化については、

業務自動化ツールの活用や、業務フローの見直

し等により、おくやみコーナーで行う事務や、

子の看護休暇登録等の内部業務の効率化に取り

組むことで、新たに約５０時間の業務時間を削

減しております。 

 厳しい財政状況の中、今後も質の高い行政サ

ービスを提供していけるよう、引き続き市民の

視点に立った行財政改革を進めてまいります。 

 次に、デジタル化の推進でございますが、ス

マートシティやつしろの実現に向けて、八代市

デジタル化推進基本計画を令和４年２月に策定

いたしました。今後、本計画に基づき、本市の

デジタル化を進めてまいります。 

 特に、令和３年度は、マイナンバーカードを

活用した住民票や税証明書等のオンライン申請

システム、及び公共施設のオンライン予約シス

テムを新庁舎の開庁に合わせて導入し、２４時

間いつでも手続ができる体制を整えました。 

 そのほか、より効率的な行政運営を図るため

の重要な基盤として、電算システムの運用管理

や、法改正等に伴うシステム改修、職員のテレ

ワーク環境の整備、情報セキュリティー対策な

どに取り組んでおります。 

 また、超高速インターネットサービスを市内

全域で利用できるよう、令和元年度から、通信

事業者へ整備費の一部を市が負担することで、

順次光ブロードバンド未整備地区の解消を行

い、令和３年６月に、東陽・泉地区で光ブロー

ドバンドサービスの提供を開始いたしました。

令和４年度の坂本地区の整備をもって、市内全

域の光ブロードバンド化が完了する計画として

おり、本事業を円滑に進めることで、地域間の

情報格差の是正に取り組んでまいります。 

 後に、各支所においては、地域の特性を生

かし、地域づくり活動の充実や住民自治の推

進、及び防災意識の向上を図るため、地域振

興・地域づくり活動助成金による地域振興事業

を実施しております。 

 総務企画部では、内部事務と国や県などへ向

けた対外的な業務を併せ持っております。市の

将来像の実現に向け、限られた予算や人材を効

果的に活用しながら、デジタル化の推進による

市民サービスの向上と業務の効率化を進め、時

代の変化に応じた施策を展開できるよう積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、総務企画部の総括とさせていただきま

す。 

○財務部長（野々口正治君） 皆様、改めまし

てこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）財務部の野々口でございます。よろしくお

願いをいたします。 

 それでは、財務部決算の総括につきまして、

失礼いたしまして、着座にて説明をさせていた

だきます。 

 財務部は、財政課及び財産経営課、契約検査

課、並びに市民税、資産税、納税の税３課を所

管しております。 

 事務内容といたしましては、経常的な内部事
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務が主であり、中でも予算編成全般の事務を担

っておりますことから、さきの９月定例会 終

日におきまして、決算の概要を説明させていた

だいたところでございます。 

 本日の説明も、一部重複いたしますが、まず

は決算を終えてのポイントなどを簡潔に述べさ

せていただきます。 

 令和３年度決算では、実質的な財政収支であ

る実質収支が約１５億円の黒字でございます。

この実施収支から、前年度の実質収支を差し引

いた単年度収支におきましては約２億３０００

万円の黒字となりました。 

 基金では、決算剰余分の一部を減債基金に積

み立て、環境センター建設や新庁舎建設など、

特別分の起債に係る償還の財源として活用する

こととし、将来に向けて、さらなる財政運営の

安定を図ったほか、土地開発基金の廃止に伴

い、その残額を財政調整基金に積み立てるな

ど、基金の効果的な活用に努めているところで

ございます。 

 また、市債残高は、新庁舎建設事業に係る災

害復旧事業債や合併特例債の借入れにより、前

年度より増となっております。 

 次に、財政健全化の指標である実質公債費比

率は９.２％となり、前年度より０.２ポイント

の減となっております。しかしながら、今後、

坂本町の復旧・復興事業など、投資的経費の増

大が見込まれますことから、市債の発行に当た

りましては、通常事業分の市債を抑制するとと

もに、地方交付税が措置される有利な市債を活

用するなど、将来世代に過度な財政負担を残さ

ないよう、財政負担の平準化や世代間負担の公

平性を図るとともに、指標を意識した財政運営

が求められるところでございます。 

 そのほか、公共施設マネジメントに関しまし

ては、八代市公共施設総合管理計画の策定後に

取りまとめました長寿命化対策等を踏まえ、令

和４年３月に同計画の一部改定、及び八代市公

共施設個別施設計画の策定を行っております。

これらの計画を推進していくことで、財政負担

の軽減、平準化を行うとともに、公共施設等の

適な配置の実現を図り、将来にわたって持続

可能となる財政運営につなげてまいりたいと考

えております。 

 次に、自主財源である市税関係について申し

上げます。市税の決算額は、全体として前年度

より０.７％の増で、税額は約１億１３００万

円増加しております。これは、固定資産税が評

価替えなどにより減少したものの、法人市民税

において、製造業などを中心に企業収益が回復

基調にあることや、市たばこ税の税率の引上げ

の影響などにより増加となったものでございま

す。 

 固定資産税につきましては、令和３年度の評

価替えに加え、新型コロナウイルス感染症対策

として、事業収入が減少している中小事業者等

への軽減措置が実施されたことにより、現年度

分では、前年度比でマイナス２.１％の約１億

６７００万円の減となっております。この軽減

措置分につきましては、新型コロナウイルス感

染症対策地方税減収補てん特別交付金により、

国から全額補塡をされております。 

 市税全体の収納率につきましては、早期の滞

納処分による現年度分の徴収強化によりまし

て、近年上昇傾向にあり、令和３年度は、前年

度の９５.３％から９６.１％へ０.８ポイント

上昇をしております。 

 また、市有債権管理の一元化につきまして

も、納税課債権対策室におきまして、まず、自

力執行権のある強制徴収公債権の一元化を進

め、介護保険料、後期高齢者医療保険料につき

ましては、市税と合わせた滞納整理を行うこと

で、歳入の確保に努めているところでございま

す。 

 今後は、強制徴収ができない債権につきまし

ても、それぞれの債権所管課と協議を重ねなが
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ら、債権管理の適正化と早期の回収を図ってま

いります。 

 次に、契約事務関係につきましては、平成２

５年度から工事及び工事関係業務に導入してい

る電子入札システムを、物品・役務にも拡充

し、令和４年７月から、全ての入札において電

子入札を行っております。今後とも、より透明

性、公平性、競争性の高い入札、契約制度を追

求するとともに、入札及び契約事務の適正な執

行に努めてまいります。 

 以上、財務部の総括説明とさせていただきま

すが、特に財政面では、引き続き健全で、持続

可能な財政基盤の確立を図りながら、必要な行

政需要へ的確に対応できるよう効率的、効果的

な財政運営に努めてまいります。どうぞよろし

くお願いをいたします。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民

環境部長の谷脇でございます。どうぞよろしく

お願いします。着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、第２款・総務費のうち、市民環境

部が所管いたします主な事業について、総括を

させていただきます。 

 市民環境部は、衛生費に属します環境３課の

ほか、総務費に属する３課で構成されておりま

す。 

 まず、市民活動政策課が所管いたします、市

政協力員制度についてでございます。 

 市政協力員は、市政の円滑な運営のため、市

民と行政をつなぐ大事なパイプ役を担っていた

だいております。特に、令和２年７月豪雨にお

いては、災害発生以降、地域の先頭に立って、

復旧・復興に御尽力いただいており、大変あり

がたく感じておりますとともに、本制度の重要

性を改めて認識したところでございます。 

 しかしながら、近年の世代間関係の希薄化や

急速な高齢化などもあり、市政協力員の成り手

不足が懸念されておりますことから、地域の方

々の御意見をいただきながら、担当地区や業務

の見直しなどを行っているところでございま

す。 

 次に、協働によるまちづくりに対する取組で

ございます。 

 現在、市内全域の地域協議会に対しまして、

協議会の安定した組織運営と、地域の特色を生

かしたまちづくり活動が円滑にできるよう、一

括交付金や地域みらいづくり補助金を交付し、

各地域に市職員を地域アドバイザーとして配置

するなど、支援策を講じております。 

 また、令和２年度に策定した八代市協働のま

ちづくり推進計画の推進と検証に取り組んでお

ります。 

 交通防犯対策につきましては、幼児や児童生

徒、高齢者の交通安全教室の開催や、交通指導

員による登下校時の指導、見守り、各種媒体を

活用した啓発活動を行っております。 

 今後も、警察や民間の交通安全協力団体等関

係機関と連携を図りながら、交通安全意識の高

揚及び啓発を行ってまいります。 

 次に、人権政策課が所管いたします人権教

育、人権啓発の推進につきましては、千丁支所

に設置しております人権啓発センターを活用し

ながら、市民の皆様の人権意識の高揚と人権が

尊重された平等なまちづくりの実現を目指し、

人権セミナーやつしろ、人権おもいやりミニ講

座など、様々な啓発活動を実施しております。

引き続き、より多くの市民の皆様に御参加いた

だけるよう、講座の内容や開催方法など、工夫

を重ねながら取り組んでまいります。 

 次に、男女共同参画では、第２次八代市男女

共同参画計画に基づき、女性の活動推進、ワー

ク・ライフ・バランスの推進、男女共同参画の

視点に立った防災体制づくりを重点施策として

啓発活動に取り組み、オンラインでの配信や、

ケーブルテレビでの放映を通して、コロナ禍に
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おいても啓発が進められるよう取り組んでまい

りました。今後も、関係団体をはじめ、市民の

皆様の啓発活動に積極的に取り組んでまいりま

す。 

 次に、青少年の健全育成では、青少年指導員

による街頭指導や、ヤングテレホンやつしろに

よる相談業務のほか、各種団体との連携による

社会を明るくする運動や、各学校との青少年育

成業務などを行ってまいりました。今後も、関

係機関との連携を密にして、取組を進めてまい

ります。 

 後に、市民課が所管いたします番号制度導

入、いわゆるマイナンバー制度についてでござ

います。 

 デジタル社会実現の基盤となるマイナンバー

カードを市民に広く普及させるため、カードの

申請受付や交付、更新などの業務を行っており

ます。 

 昨年８月には、休日や買物ついでにマイナン

バーカードの申請ができるマイナンバーカード

受付センターをイオン八代店に開設いたしまし

た。 

 今後さらに、行政手続の利用拡大など、カー

ドを取得することによるメリットを広く市民の

皆様に周知するとともに、出張申請や申請イベ

ントなどを通して、申請機会の拡充と環境づく

りに努め、カードの取得率の向上を図ってまい

ります。 

 以上が、市民環境部が所管いたします総務費

の主な事業でございます。 

 いずれも市民生活に直接関係する分野であり

ますことから、市民の皆様の声にしっかりと耳

を傾け、的確に対応していくことが肝要ではな

いかと考えております。今後も、市民と行政の

協働の実現に向け、事業の推進に努めてまいり

ます。 

 以上、市民環境部の総括をさせていただきま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、午前中の

審査を終了し、しばらく休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５１分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（古嶋津義君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中に説明のありました第２

款・総務費中、当委員会関係分、及び第１１

款・公債費、第１２款・諸支出金、第１３款・

予備費について説明を求めます。 

○財務部次長（岩瀬隆俊君） 改めまして、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財

務部の岩瀬でございます。引き続きよろしくお

願いいたします。失礼しまして、着座にて説明

させていただきます。 

 それでは、歳出のうち総務費、公債費、諸支

出金及び予備費の関係分につきまして、令和３

年度における主要な施策の成果に関する調書そ

の１、及び一般会計歳入歳出決算書を用いまし

て、説明いたします。 

 それでは、主要施策の調書その１の１１ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款

２・総務費の支出済額は、上段、（イ）目的別

の表の中ほどの列、支出済額（Ｂ）の２段目、

１７１億６２５０万４０００円で、その２つ右

の執行率は９６.５％、その右、構成比は２０.

９％でございます。前年度と比較して、５７億

９７４万９０００円、２５％の減となっており

ます。その主な要因は、新型コロナウイルス感

染症対策として、令和２年度に実施いたしまし

た、１人につき１０万円の特別定額給付金の減

によるものでございます。 

 下のほうになりますが、款１１・公債費の支

出済額は６３億３５６９万１０００円、執行率

９７.６％、構成比は７.８％でございまして、
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前年度と比較して７６８６万７０００円、１.

２％の増となっております。 

 その下の款１２・諸支出金の支出済額は３５

億４９０８万９０００円で、執行率は１０

０％、構成比は４.３％でございまして、前年

度と比較して１９億９０６５万４０００円、１

２７.７％の増となっております。増の主な要

因は、ふるさと納税の増加により、ふるさと八

代元気づくり応援基金への積立てが増になった

ことのほか、減債基金や財政調整基金への積立

ての増によるものでございます。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを順次説明いたします。 

 それでは、１３ページをお願いいたします。 

 款２・総務費の主な事業につきまして、ま

ず、表中の左上にある事務事業名を申し上げ、

事業の概要、決算額、特定財源、及び今後の方

向性の順で説明を行います。 

 １３ページ下段の入札・契約・検査事務事業

では、適正な入札契約を行うとともに、工事に

ついては、契約どおり施工されたか検査を行っ

ております。 

 また、令和３年度には、これまで工事関係の

入札において導入しておりました電子入札シス

テムを、物品・役務にも拡充するための準備を

行っております。 

 決算額は７７２万５０００円で、県内で共同

利用するための電子入札システム負担金４９３

万５０００円、システムに、物品・役務を処理

する機能を追加する委託料２２８万８０００円

が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、令和４年７月から、物品・役務の

電子入札を実施しておりますので、事業者登録

の普及を図るとともに、今後は入札から契約ま

で一元的に管理できるシステムの導入を検討し

てまいります。 

 １４ページをお願いします。 

 上段の行財政改革推進事業では、第３次八代

市行財政改革大綱に基づく八代市行財政改革実

施計画の進捗管理を行っております。 

 決算額は１６２万１０００円で、時事通信社

等が提供する行政向け情報サービスの使用料７

２万６０００円、及び業務自動化ツールの使用

料８８万円が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、第２期八代市行財政改革実施計画

に基づき、行財政改革を自主的、主体的に取り

組んでまいります。 

 １５ページをお願いします。 

 下段の職員研修事業でございますが、新規採

用職員研修等の階層別研修のほか、新規採用職

員が十分に能力を発揮できるよう育成するとと

もに、職場への定着化を図るため、新規採用職

員の支援等を行う担当者（メンター）に対する

研修や、主任・主査級研修、政策立案研修など

特別研修、各種研修専門施設への実務派遣研修

などを行っております。 

 決算額は７７２万２０００円で、主なもの

は、実務派遣研修の自治大学校への研修１２２

万円や、民間研修施設への研修３１８万円、自

己啓発の通信教育８２万２０００円などでござ

います。 

 特定財源は、市町村職員中央研修所や、全国

建設研修センターなどへの実務派遣研修に係る

費用の２分の１に相当する、市町村振興協会研

修助成金８３万９０００円などでございます。 

 なお、不用額２７６万９０００円は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、計画してい

た派遣研修の一部を中止したこと等によるもの

でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も職員の意見等を踏まえ、時

代に即した内容や、さらなる効果が得られる内

容となるよう、常に工夫をしながら、充実を図

るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響
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を抑制しつつ、職員がより受講しやすい環境を

確保するため、オンライン形式による開催等、

引き続き新しい生活様式に応じた研修の実践に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、１６ページをお願いします。 

 上段のふるさと納税事業ですが、生まれ育っ

たふるさとや応援したい自治体に寄附した場

合、寄附金額に応じて一定額が、個人住民税、

所得税から控除される制度で、近年多くの自治

体が力を入れており、本市においても、平成２

７年８月から、ポータルサイトを活用し、八代

市の魅力発信を行いながら、自主財源確保へ向

け事業を拡充しております。 

 決算額は９億３１３０万４０００円で、主な

ものは、ふるさと納税返礼品として６億１０２

７万９０００円、寄附の申込受付から、特産品

等の発注、発送管理までを行うふるさと納税業

務委託として３億１９９万２０００円、決済手

数料として１５４９万９０００円などでござい

ます。 

 特定財源は、ふるさと八代元気づくり応援寄

附金で、決算と同額の９億３１３０万４０００

円でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充としております。令和３年度の寄附金が１

７億６４６０万９０００円で、事業開始以降

高額となったところですので、特産品ＰＲのみ

ならず、ふるさと納税を活用したクラウドファ

ンディングなどを含め、寄附金充当事業の明確

化及び成果の公表を積極的に実施し、継続的な

寄附が確保できるよう推進していくこととして

おります。 

 １７ページをお願いします。 

 下段の国際理解と外国人支援事業でございま

すが、ＪＩＣＡ海外協力隊経験者による出前講

座、おしえてＪＩＣＡ海外協力隊によります小

中学生の国際理解の促進、本庁総合窓口への母

国語交流員、外国語通訳者の配置、さらには、

近年の外国人市民の増加に伴いまして、令和３

年１０月から、本庁、各支所、保健センターな

どに計１３台の多言語通訳システムモバイル端

末を導入し、窓口相談に対応できる体制を整備

いたしております。この多言語通訳システム

は、モバイル端末による映像通訳が１４言語、

電話による音声通訳が２０言語に対応してお

り、本市の外国人市民の９割以上をカバーでき

るものとなっております。 

 決算額は２６８万２０００円で、多言語通訳

システム業務委託料１２３万８０００円、多言

語通訳システムモバイル端末等購入費用１１７

万４０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源は外国人受入環境整備交付金

１９７万５０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、多言語通訳システムの有効活用の

ための市民へのさらなる周知とともに、新型コ

ロナウイルス感染症の影響や外国人市民の動

向、窓口相談件数などを確認しながら、適正な

事業運用を図ってまいります。 

 １８ページをお願いします。 

 上段の市政協力員関係事業でございますが、

住民福祉の向上と市政の円滑な運営を図るた

め、各地区に市政協力員を配置し、市民への連

絡事項の周知をお願いするとともに、広報紙配

布や各種証明の確認などをお願いしておりま

す。 

 決算額は１億１２３７万６０００円でござい

ます。市政協力委員への委託料１億４０５万円

が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、受持ち地区や業務の見直しなどに

ついて、地域の要望を尊重しながら、市民サー

ビスの低下とならないよう、慎重に検討をする

こととしております。 

 次に、２０ページをお願いいたします。 

 上段の広報広聴活動事業でございます。広報
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業務としましては、広報やつしろを毎月発行し

ますとともに、ホームページやＳＮＳなどを利

用して市の情報を発信いたしております。ま

た、広聴業務は、市長への手紙、まちづくり出

前講座なども実施いたしております。 

 決算額は３４５４万２０００円で、主なもの

としましては、広報やつしろなどの印刷製本費

が３３１０万４０００円、市のホームページの

システム保守の委託料が９３万６０００円でご

ざいます。 

 特定財源は広報紙及びホームページの広告料

収入６７８万円でございます。 

 今後の方向性でございますが、市による実

施、現行どおりとしております。広報広聴事業

につきましては、必要な改善を図りながら、こ

れまでの取組を継続するとともに、ＳＮＳなど

の新たな媒体を活用した取組のさらなる推進を

図ることとしております。また、令和３年度に

予定しておりました中学生議会につきまして

は、令和４年度に延期して開催しております。 

 次に、下段の市庁舎管理運営事業でございま

すが、この事業では、仮設庁舎及び本庁舎の保

全、保安点検、維持管理のほか、案内業務、電

話交換業務、警備業務を行っております。 

 決算額は２億２８６万３０００円で、仮設庁

舎リース料６４８６万３０００円、仮設庁舎構

内等警備業務委託料１９１６万円、市庁舎総合

管理業務委託料１９５９万４０００円が主なも

のでございます。 

 特定財源は、市庁舎施設災害復旧事業債８１

１０万８０００円などでございます。 

 不用額４１５２万２０００円は、主に、仮設

庁舎リースの延長費用や、本庁舎及び仮設庁舎

の電気料、機器の修繕料の支出が、当初の見込

みを下回ったことにより生じたものでございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしつつ、庁舎管理に必要な業務につい

て、総合管理方式での業務委託による管理運営

を継続することとしております。 

 次に、２２ページをお願いします。 

 上段の定住促進対策事業では、若者の地元定

住の促進、もしくは地元を離れたとしても、将

来的な関係人口の創出を目的に、やつしろ学生

ラボ事業を実施いたしました。 

 実施に当たりましては、新型コロナウイルス

感染症の影響を踏まえ、募集人数の制限や発表

会のオンライン開催等工夫し、実施いたしてお

ります。今回は９名の学生が参加し、令和２年

７月豪雨で被災した坂本町にスポットを当て、

研究が行われました。 

 参加した学生からは、地域にヒアリングに行

ったり、国や市の取組をここまで深掘りする機

会はなかったので、いい経験になった。被災者

の方の思いや、防災の大切さについて学ぶこと

ができた。高校生でも役に立つことがあること

を知った。今後、ボランティアなど復興に関わ

る活動をしていきたいなどといった感想があっ

ており、本市への理解が深まり、本事業の成果

は上がっていると考えております。 

 決算額は２３１万５０００円で、やつしろ学

生ラボの企画運営業務委託費１５９万８０００

円、東京圏から本市に移住し、対象となる求人

に就職された方へ支給する移住支援金６０万円

が主なものでございます。 

 特定財源は、県支出金のくまもと版地方創生

移住支援事業補助金４５万円、及びふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金１５９万８０００

円でございます。 

 不用額の１６１万９０００円は、東京等で開

催予定であった移住相談会が、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の影響により中止となったこ

と、また、移住支援金の対象となる移住者が想

定より少なかったことによるものでございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模
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拡充とし、東京や福岡等で開催される移住相談

会等へ積極的に参加するとともに、定住自立圏

の構成市町と連携し、圏域全体として移住支援

情報の発信や、体制の強化、充実を図ってまい

ります。また、移住希望者のニーズ等を踏ま

え、新たな移住・定住支援制度の創設を検討し

てまいります。 

 飛びまして、２７ページをお願いします。 

 上段の次期総合計画策定事業では、令和４年

度から令和７年度までの４か年を計画期間とす

る第２次八代市総合計画第２期基本計画につい

て、外部委員による策定審議会などを開催し、

策定を行いました。 

 決算額は９７１万７０００円で、第２期基本

計画策定支援業務委託料の８６９万円が主なも

のでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、総合計画に掲げる将来像、しあわ

せあふれる ひと・もの 交流拠点都市“やつ

しろ”の実現に向け、社会全体のデジタル化へ

の対応やＳＤＧｓの推進など、新たな潮流への

対応を行いながら、引き続き実効性の高い取組

を進めてまいります。 

 少し飛びまして、２９ページをお願いしま

す。 

 上段の情報化端末等運用事業では、職員が業

務に使用するパソコン及び複合機、プリンター

等の情報化端末や事務処理ソフト等について、

一括した調達及び管理を行い、事務の効率化や

経費節減を図っております。 

 決算額は６６０１万９０００円で、パソコン

約１９００台、及び複合機プリンター約１６０

台の管理費、また事務処理ソフト、Ｏｆｆｉｃ

ｅ３６５や、インターネットを利用するための

仮想環境使用料が主なものでございます。 

 特定財源は、平成２８年熊本地震復興基金繰

入金１７９万１０００円、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金２５１万３００

０円でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、情報化端末の計画的な調達に努めて

まいります。 

 次に、３０ページをお願いします。 

 上段の地域情報化事業では、八代市における

地域の情報化を推進することを目的として、市

民が情報化社会の恩恵をひとしく享受できるよ

う、地域間情報格差を解消するため、未整備地

区における光ブロードバンドの整備を推進して

おります。 

 また、市民の利便性や事務効率化を図るた

め、県及び県内市町村で構成される熊本県電子

自治体共同運営協議会で開発したシステムを活

用し、地域情報化を推進しております。 

 決算額は３億８２８７万６０００円で、東

陽・泉地区の光ブロードバンド整備に係る八代

市光ブロードバンド整備事業補助金３億７７０

０万円が主なものでございます。 

 特定財源は全額過疎対策事業債でございま

す。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、今後も市による事業実施を行ってま

いります。そのうち、光ブロードバンド整備に

ついては、計画どおり進捗しており、令和４年

度の坂本地区をもって、全７地域の整備が完了

する予定でございます。 

 次に、３１ページをお願いします。 

 上段の防犯灯設置事業でございますが、夜間

の犯罪を防止し、市民が安心して生活できる住

みよいまちづくりを推進するため、町内会等へ

防犯灯設置補助金の交付などを行っておりま

す。 

 決算額は７１４万１０００円で、うち豪雨災

害分を除く通常分については５６９万７０００

円でございます。概要欄の６行目の、防犯灯設

置補助金４９９万７０００円が主なものとなり

ます。 
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 また、特定財源は、同額のふるさと八代元気

づくり応援基金繰入金でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、子供や女性に対する付きまとい等

夜間に発生しやすい犯罪を抑止することで、市

民が安心して暮らせる環境を、引き続き整備し

てまいります。 

 ３２ページをお願いします。 

 上段の生活交通確保維持事業では、地域住民

の公共交通手段を確保するため、路線バス、乗

合タクシーへの補助を行っております。令和３

年度は、八代市地域公共交通計画に基づいて、

路線バスと乗合タクシーの運行時刻の見直し

や、停留所の設置など、利用者の利便性向上に

向けた取組を行っております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、タクシーチケット割引事業に対する補助

や、すーぱーばんぺいゆの乗車券購入補助を実

施しております。 

 決算額は３億２０２８万８０００円で、豪雨

災害分を除く通常分は３億１６７２万５０００

円で、乗合タクシー運行事業補助金７４００万

２０００円、地方バス路線維持費補助金２億２

６１８万２０００円が主なものでございます。 

 また、特定財源は、国庫支出金の地域公共交

通確保維持改善事業費補助金７８３万６０００

円や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金繰越分７９６万５０００円、県支出

金の熊本県生活交通維持・活性化総合交付金２

１９５万９０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、本市における公共交通体系の持続

可能性を高めていくため、八代市地域公共交通

計画に基づき、引き続き公共交通の効率性と利

便性を向上させるとともに、状況に応じたサー

ビスの提供に努めてまいります。 

 次に、下段の人権啓発推進事業ですが、様々

な立場の人が連携、協力し、人権教育、人権啓

発の推進組織である八代市人権問題啓発推進協

議会、及び八代市と氷川町で構成する八代地域

人権教育のための推進会議を中心に、人権教

育、人権啓発を推進しているもので、広報紙し

あわせの発行や、人権子ども集会・フェスティ

バルなどのイベントによる啓発を行っておりま

す。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス蔓延防止

の観点から、ホームページやオンラインなど、

様々なメディアを活用しながら啓発を行ってま

いりました。 

 決算額は７５３万３０００円で、人権問題啓

発推進協議会交付金３８０万円と、八代地域人

権教育のための推進会議負担金１５８万円が主

なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしており、市民一人一人に人権意識が

浸透するように、家庭や地域、職場における研

修を促進し、人権文化に満ちあふれたふるさと

づくりを目指すこととしております。 

 ３３ページをお願いします。 

 下段、青少年健全育成事業ですが、青少年指

導員延べ１５３６人が街頭指導を実施し、青少

年の非行及び被害の防止に取り組んでおりま

す。 

 また、青少年相談員３人が、ヤングテレホン

やつしろによる電話、面接、メール等で相談を

受け付け、アドバイスを行っております。 

 決算額は８２２万３０００円で、青少年指導

員謝礼３２６万６０００円、青少年相談員報酬

３１７万８０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしておりまして、これからも

青少年の動向や社会環境の変化を見極めなが

ら、これまで以上に地域や関係機関、団体等と

の連携を密にし、青少年の非行及び被害の防止

に取り組むこととしております。 

 ３４ページをお願いします。 
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 上段のコミュニティセンター施設整備事業

は、市民の地域活動の拠点であるコミュニティ

センターの整備及び利用者の安全、利便性の向

上を図るもので、決算額は１億３５５７万１０

００円でございます。これは、昭和コミュニテ

ィセンター健康増進室強化ガラス設置ほか３８

件で、９５０万４０００円、昭和・代陽・龍峯

コミュニティセンターのトイレ洋式化及びバリ

アフリートイレ設置で１０９９万８０００円、

二見・代陽コミュニティセンターの空調機整備

で７１９１万９０００円、八千把・松高コミュ

ニティセンターの高圧変電設備更新、及び宮地

コミュニティセンターの下水道接続で２６２８

万２０００円、また繰越分として、郡築コミュ

ニティセンターのトイレ洋式化及びバリアフリ

ートイレ設置で７２３万３０００円、さらに新

型コロナウイルス感染症対策分として、無塩微

酸性電解水購入で２０７万５０００円、及び超

音波噴霧器レンタルで４７５万９０００円が主

なものでございます。 

 特定財源は、地方債のコミュニティセンター

施設整備事業の現年分と繰越分を合わせて１億

１０２０万円で、緊急防災・減災事業債、及び

合併特例債を充当しております。 

 また、その他特定財源として、松高コミュニ

ティセンターの高圧変電設備更新へのサテライ

ト八代地域振興協力金３９１万円、その他、国

県支出金として、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金、及び新型コロナウイル

ス感染症対応総合交付金が、それぞれ３４１万

２０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としておりますが、多くのコミュニティセンタ

ーが築３０年以上を経過しているため、八代市

公共施設等総合管理計画、及び八代市公共施設

個別施設計画等の方針に基づき、計画的に改

修、改築を進めていくこととしております。 

 ３５ページをお願いします。 

 下段の新庁舎建設オフィス環境整備支援事業

は、市民にとって分かりやすく、利用しやすい

窓口環境の提供、並びに効率的な執務空間を創

出するため、文書や什器の配置を含めたオフィ

ス環境整備を行うものでございます。 

 決算額は３億５０５５万９０００円で、事務

机などの備品購入３億４５１２万１０００円、

新庁舎オフィス環境整備支援業務委託３６７万

２０００円が主なものでございます。 

 不用額１８７万５０００円は、入札残が主な

ものでございます。 

 なお、今後の方向性としましては、新庁舎開

庁をもって、本事業は終了いたしました。 

 ３６ページをお願いします。 

 下段の新庁舎建設事業は、新庁舎の建設工事

や、関連する附帯工事等を実施するものでござ

います。 

 決算額は９４億３０４０万８０００円で、新

庁舎建設工事は、逓次繰越分と合わせて８２億

２１４２万８０００円、電気附帯工事は２億２

０６８万８０００円、造作家具ほか設置工事は

３億１９２７万５０００円、外構工事１期は４

億３０２８万４０００円、通信設備など、その

他１３件の工事は１億２５９７万３０００円、

工事監理業務委託は、逓次繰越分と合わせて１

億１１８９万２０００円でございます。 

 ここで、特定財源でございますが、一部記載

が誤っておりますので、大変恐れ入りますが、

訂正をお願いいたします。 

 表の中ほどの財源内訳の欄で、「現年分」、

次に、地方債と書かれた、次の行の新庁舎建設

事業と、その次の行、新庁舎施設災害復旧事業

の順番が逆になっておりました。正しくは、新

庁舎施設災害復旧事業で５５億５９３０万円、

新庁舎建設事業で１７億２０８０万円となりま

す。これにつきましては、確認が不十分で申し

訳ございませんでした。今後ミスのないよう、

確認をさらに徹底してまいります。 
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 それでは、内容に戻りまして、地方債の新庁

舎施設災害復旧事業が７０億４５７０万円、新

庁舎建設事業が、逓次繰越分と合わせて、合併

特例債で２２億６３６０万円、また、その他の

特定財源として、市庁舎建設基金繰入金９１３

７万２０００円でございます。繰越額１５７１

万７０００円は、令和３年度から２か年で設定

する外構整備の継続費において、年度内での完

了が困難となったことから、繰り越したもので

ございます。 

 不用額２億４１６７万３０００円は、工事等

の実施における精査減や入札残が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、令和４年度に行う仮設庁舎敷地内

の外構工事完了をもって事業完了となります。 

 ３７ページをお願いします。 

 下段の資産税賦課徴収事務事業では、固定資

産税の適正課税に向け、課税客体を正確に把握

し、固定資産評価基準に基づき、価格を決定し

た上で、所有者に対して納税通知書を発送し

て、課税を行っております。 

 決算額は３５０４万８０００円で、固定資産

土地鑑定評価業務委託の１２３５万４０００円

や、固定資産税納税通知書作成等業務委託６８

０万４０００円、固定資産地番現況図等作成業

務委託５５０万円などが主なものでございま

す。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、引き続き確実な課税客体及び納税義務者

の把握と、未申告者の削減に向けた取組などを

進め、公平公正な課税に努めます。 

 また、自治体のＤＸ推進に向けた国の施策に

積極的に取り組み、より効率的、機能的な固定

資産税システムの構築、導入を目指します。 

 ３９ページをお願いします。 

 上段の番号制度導入事業では、マイナンバー

カードの交付や申請受付、更新業務などを行っ

ております。 

 決算額は７８３５万６０００円で、会計年度

任用職員の報酬や手当１８７７万７０００円、

コンビニ交付システム使用料３２３万３０００

円、住民基本台帳ネットワークシステム機器リ

ース料３１８万３０００円、マイナンバーカー

ド受付センター会場使用料２３９万６０００

円、コンビニ交付運営負担金２７２万８０００

円、個人番号カード関連事務交付金４０９３万

６０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源は、国庫支出金の通知カー

ド・個人番号カード関連事務補助金６５８７万

４０００円などでございます。 

 不用額の１４９３万３０００円は、マイナン

バーカードの全国の交付枚数が、当初見込みよ

り少なかったため、地方公共団体情報システム

機構へ支払う事務交付金が減額となったこと等

によるものでございます。 

 繰越明許費４３５万６０００円は、転出・転

入手続ワンストップ化のためのシステム改修に

ついて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴い、年度内での完了が困難となったことか

ら繰り越したものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、規模拡充と

しております。国によるマイナンバーカード機

能の一体化や、マイナンバーカードを利用した

行政手続のオンライン化の進展を見据え、多く

の市民の方にカードを取得していただけるよ

う、取組をさらに強化してまいります。 

 ４０ページをお願いします。 

 上段の市長選挙及び市議会議員一般選挙事業

で、令和３年８月２９日執行の市長選挙及び市

議会議員一般選挙の事務を行っております。 

 決算額は１億５９８万５０００円で、投票事

務、開票事務、期日前投票事務等に係る時間外

勤務手当２２４２万４０００円、投票入場券、

選挙公報等の郵送料７２９万１０００円、ポス

ター掲示場設置・維持・撤去委託費２０７３万
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５０００円、選挙運動費用公費負担２８３５万

円が主なものでございます。 

 不用額の２３３５万６０００円は、時間外勤

務手当において、投票事務の従事者に若手職員

を多く配置したことや、選挙運動費用公費負担

において、前回の選挙に比べ、立候補者数が少

なかったため、公費負担額が少なくなったこと

などによるものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、本事業については、第一に公平公正、正

確な事務が求められることから、さらに精度の

向上に努めることとしております。 

 次は、大きく飛んで、１７９ページをお願い

します。 

 款１２・諸支出金でございます。 

 下段の財政調整基金事業でございますが、経

済事情の著しい変動などにより、財源が不足す

る場合などに備え、基金を積み立てるものでご

ざいます。 

 決算額１５億１６万４０００円は、昨年３月

に廃止しました土地開発基金の残額１４億９７

２２万１０００円を取り崩して、財政調整基金

に積み立てたほか、利子２９４万３０００円を

積み立てたものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。現在、基金残高

が、標準財政規模の１０.０７％と、適正と言

われる１０から２０％程度の範囲内にあること

から、今後も健全な財政運営に努め、適正な基

金残高の確保を図ってまいります。 

 １８０ページをお願いします。 

 上段の減債基金事業でございますが、大型事

業で借り入れた起債の償還により大きくなった

財政負担を軽減するために、剰余金が見込まれ

るときなどに基金を積み立て、将来の償還財源

として平準化を図るものでございます。 

 決算額１２億１０６万５０００円は、令和３

年度決算で生じた剰余金から１２億円を積み立

てたほか、利子１０６万５０００円を積み立て

たものでございます。 

 今後の方向性としましては、新庁舎建設の終

了に伴い、庁舎建設基金を廃止して、残額を減

債基金に積み立てる予定としております。環境

センターや新庁舎建設に係る起債償還が本格化

し、また、令和２年７月豪雨災害に伴う坂本町

の復旧・復興経費に係る起債償還が見込まれる

ことから、これらの財政負担に減債基金を活用

し、平準化を図ってまいります。 

 下段のふるさと八代元気づくり応援基金事業

でございますが、ふるさと納税制度を利用して

寄せられた寄附金を基金に積み立て、子供の未

来づくりなど、基金の活用目的に基づき実施す

る事業の財源の創出を目的としておりまして、

決算額８億３７２１万円は、積立額の内訳とし

て、事務費相当分などを除く寄附額８億３６２

７万円と、利子９４万円を積み立てたものでご

ざいます。 

 令和３年度末基金現在高は、基金活用事業３

７事業分に４億７３２９万９０００円を取り崩

したものの、寄附金との相殺で、昨年度末より

３億６３９１万１０００円増加した９億８７３

３万２０００円となっております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充としており、寄附額の増加に伴い、活

用金額も増加傾向でございます。これは、返礼

品の増加や、寄附者への活用事業ＰＲなどを充

実させている効果の現れと考えております。引

き続き幅広い事業の活用を図っていきたいと考

えております。 

 次に、主要施策にない公債費と予備費につい

て、一般会計歳入歳出決算書に基づき説明いた

します。 

 資料が変わりまして、一般会計決算書をお願

いいたします。２００、２０１ページの上段、

款１１・公債費を御覧ください。 

 金額は１０００円未満を切り捨てて説明いた
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します。 

 目１・元金の決算額は６０億６２１２万２０

００円で、国の財政融資や、民間金融機関など

から借り入れた長期債の償還元金でございま

す。 

 また、目２・利子の決算額は２億７３５６万

９０００円で、主なものは、元金と同様に、長

期債の償還利子でございます。 

 なお、公債費の不用額１億５４４９万６００

０円は、元金での不用額１億３４２７万６００

０円が主な要因で、これは、令和３年度から償

還が始まる起債１件で、システム入力を誤っ

て、実際の償還期間をより短く設定していたた

め、単年度の償還元金を多く見込んでいたこと

によるものでございます。これにつきまして

は、実際の償還表とシステムデータの照合確認

が不十分だったことが、その要因であり、今後

このようなことがないよう、チェック体制を強

化してまいります。 

 後に、２０２、２０３ページの款１３・予

備費でございますが、予算額２０００万円に対

して、決算額はゼロとなっており、予備費充用

は行っておりません。 

 続きまして、総務費の主な予算流用を説明い

たします。 

 恐れ入ります、ページを戻っていただきまし

て、１０２、１０３ページをお願いいたしま

す。 

 備考欄の下段の下から４つ目の４節より５節

への流用１７２万２０００円、これは、公務災

害に係る災害補償費及び休業補償費のため流用

したものでございます。 

 ２つ飛ばしまして、１３節より１０節への流

用２１７万３０００円は、ふるさと納税寄附金

への返礼に係るインク代等、予算に不足を生じ

たため流用したものでございます。 

 次に、１０４、１０５ページをお願いしま

す。 

 目４・財産管理費の中で、次の１０６、１０

７ページにかかりまして、備考欄の下段になり

ますが、 後の段、１０節より１７節への流用

１１４万１０００円は、庁舎入り口にサーモマ

ネジャーを急遽設置する必要があったことなど

から流用したものでございます。 

 次に、目５・企画費の中で、備考欄の下段、

後の段、１０節より１２節への流用５７６万

１０００円は、振興センターいずみの外壁調査

の予算費目切替えのため流用したものでござい

ます。 

 次に、１１２、１１３ページをお願いしま

す。 

 目１２・市庁舎建設費の中で、備考欄の下

段、下から２つ目の、１７節より１０節への流

用１７２万８０００円は、セキュリティーカー

ド対応の名札ケースに変更する必要があったた

め流用したものでございます。 

 次の１７節より１２節への流用１３２万２０

００円は、事務用不用品の処分費用に不足を生

じたため流用したものでございます。 

 次に、１１４、１１５ページをお願いしま

す。 

 １１４、１１５ページの、項４・選挙費、目

２・市長選挙及び市議会議員一般選挙費の中

で、備考欄の下段、下から３つ目の１節より２

節への流用２７５万７０００円は、会計年度任

用職員の人件費の予算費目切替えのため流用し

たものでございます。 

 次に、１１６、１１７ページをお願いしま

す。 

 目３・衆議院議員選挙費の中で、備考欄の下

から２つ目、１節より２節への流用２９３万３

０００円は、これも、会計年度任用職員の人件

費の予算費目切替えのため流用したものでござ

います。 

 以上、総務費、公債費、諸支出金、予備費の

関係分の説明とさせていただきます。御審議の
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ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について、一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○委員（山本敬晃君） ６階の喫煙所の灰皿ス

タンドについてですけども、これは、市庁舎管

理運営事業の施設管理消耗品で購入されたとい

う形でよろしかったでしょうか。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課の

山本です。よろしくお願いします。 

 今、新庁舎建設事業でのお尋ねでしたけれど

も、６階光庭の灰皿は新たに、令和３年度に新

たに購入したものではございませんで、仮設庁

舎で使用していた物を持ってきたものでありま

す。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） 新庁舎の喫煙所、幾つ

かありますけども、そこの灰皿スタンド全て、

もう事前に買ってらっしゃったという形でよか

ったですか。 

○財産経営課長（山本浩司君） そのとおりで

す。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） では、早速、調書の１

３ページの入札・契約・検査事務事業から、ち

ょっとお尋ねしていきます。１３ページで合っ

てますよね。 

 主なる予算の執行状況調の、下に書いてある

１３、そこ、ページ番号でいいんですよね、の

下段ですね、入札・契約・検査事務事業。 

 電子入札の導入からですね、もう１０年経過

しようとしているところかなと思いますけど、

導入初期にですね、見られましたような小規模

事業者さんの、いわゆる父ちゃん社長、母ちゃ

ん専務みたいな、業者さんたちのですね、うま

く、その入札に参加できるのかというような心

配があったと思うんですよね。１０年経過した

今においては、そういった小規模事業者さんの

入札参加の機会がですね、少なくなってしまう

ような原因の一つにならなきゃよかったなあと

いうふうには思っているんですけど、現状、そ

れがネックとなって、入札参加の機会が減った

というようなことはありますでしょうか。 

 現状、電子入札に関しての業者さんたちの反

応というのは、どういったもんでしょうか、お

分かりになられますか。 

○理事兼契約検査課長（岩崎伸一君） 契約検

査課、岩崎と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 議員御質問の点は、いわゆる電子入札を導入

したことによりまして、小規模の事業者様への

影響、それから、現状の入札のほうの影響とい

うものが、どういうものであるかというふうに

考えたところですが、よろしゅうございますで

しょうか。（委員堀徹男君「はい」と呼ぶ） 

 平成２５年度に、工事のほうの電子入札のほ

うを導入いたしまして、当然 初の頃はです

ね、なかなか普及のほうに時間がかかったとい

うところはございますが、現時点では、全ての

工事の事業者様のところは、電子入札の登録が

終わっておりまして、当然小さな、小規模な事

業者様のほうも登録をされて、きちんと電子入

札のほうに参加されているという状況でござい

ます。 

 今回の物品・役務のほうの入札でございます

が、さすがにですね、皆様、すぐ電子入札のほ

うに、即移られるということが、なかなか難し

いところもあったのかなと思っておりまして、

事業者様のほうが、準備をきちんと整えられて

ですね、それから、電子入札にきちんと慣れら

れるまでには、やっぱり一定の期間のほうが当

然必要だろうというふうに、我々も思っており

まして、事前に御申請をいただければですね、

現時点では郵便入札でも、今までやっておりま
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す郵便入札でも、参加できるよう取扱いを行っ

ているところでございます。 

 物品の状況といたしましては、現在物品・役

務の有資格者の総数は、９月末現在で１００２

社ありまして、そのうち市内業者の方は３３８

社ございます。この中で、電子入札の利用者登

録を済ませられた方は、１００２社中５３８社

でございまして、全体の５４％、これに対し

て、先ほど申しましたとおり、やっぱり一定の

期間の紙入札の参加を承認した事業者様が４６

社いらっしゃいます。なので、それが、全体を

合わせまして約６割が、今のところ対応をいた

だいていると。市内におきましては、約７割の

方が、対応済みという形になっております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（堀 徹男君） よく分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、続けて、１４

ページのですね、上段、行財政改革推進事業に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

 施策の成果ということなので、この表を見る

限りではですね、何か物品を買った、使用料を

買ったということで終わっているような感がす

るんですけど、行財政改革推進という、その事

業が、この施策の成果としてですね、どんなも

のが、具体的に今回成果事例としてあったのか

なと。いろいろ多岐にわたるとは思うんですよ

ね、その計画表を見る限りはですね。 

 今後３年度の事業される中で、具体的な成果

事例をですね、幾つか、これに対してはこうい

う取組をして、こういう成果が上がったという

ものを、ちょっとお示ししていただければなと

思いますけど。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課、鋤田でございます。よろしくお願いし

ます。 

 令和３年度のですね、行革の取組ということ

でございますが、まず、業務効率化の取組など

でございますけれども、マイナンバーカードを

活用したオンライン申請システム、それから公

共施設のオンライン予約システム、これらを新

庁舎の開庁に合わせまして導入しまして、２４

時間いつでも手続ができる体制を整えておりま

す。 

 また、先ほど説明にもございましたＲＰＡ、

業務の自動化ですとか、これを活用しましてで

すね、おくやみコーナーのデータ作成、それか

ら職員のですね、看護休暇登録、それから新規

職員採用登録、内部業務の効率化、こういった

ものに取り組んでおります。 

 また、財政効果でございますけれども、令和

３年度としまして、これは、対平成２９年度比

でございますが、歳入増加としまして１７億７

６５８万円、それから歳出の削減としましては

２億８４５１万円。主な歳入増の内容としまし

ては、先ほどありましたように、ふるさと納税

の増加ですとか、それから使用料等の見直し、

それから債権回収の強化、また歳出削減ではで

すね、光熱費の削減、それから指定管理者制度

の導入、こういったもので、行財政効果という

のを出しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（髙山正夫君） ただいまのふるさと納

税事業ですね、１６ページですかね。非常に結

果がよくなって、当初ふるさと納税ちゅうのが

できた頃はですね、全く鳴かず飛ばずだったん

ですけど、すごい数字だなというふうに思っと

ります。 

 ただ、世間的にですね、このふるさと納税の

返礼品ですか、これについては、行政間で、何

か競争みたいになってですね、非常に過剰にな
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ってきているんじゃないかというふうな、そう

いった話が、もうにわかに聞くこともあるんで

すけども、そこら辺はいろいろ考えられたとい

うところはありますか。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（豊田正樹

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）観光・クルーズ振興課、豊田でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 ふるさと納税の今後の展開というようなこと

かと思いますけども、ふるさと納税制度、現在

右肩上がりということで、全国の多くの皆さん

方に八代を知っていただいて、御利用していた

だいておるところでございます。これにつきま

しては、市の財源の確保という面と併せまして

ですね、やっぱり返礼品の業者におきまして

は、新たな販路の開拓、また収益の増加という

ことにつながっておりまして、ひいては地域経

済の活性化に非常に効果が大きいというふうに

考えておりますので、私どもとしては、今後も

積極的に展開していきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 今のふるさと納税、こ

の調書を見ますとですね、今後の方向性のとこ

ろに、寄附金額の増加に伴いと、大幅に増加と

いうふうに書いてあります。 

 他市の事例でも見ますように、返礼品にです

ね、ふさわしくないような品質のものだったり

とか、生産が間に合わないからといって、何か

自分ところで取れたもんじゃないとかというよ

うなものを返礼品として送っているというの

を、報道で見受けられるんですけど、その対策

としてですね、市としてのリスク管理も含めと

いうことで書いてありますので、具体的にどの

ようなふうに取組をされて、新年度に備えてい

かれるのかという点についてお尋ねをしておき

たいと思います。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（豊田正樹

君） 商品の品質管理への御質問かと思います

が、担当職員が、定期的にですね、事業者のほ

うも訪問させていただいておりまして、そこで

仕入れ伝票等を確認して、品質が確かにそうだ

ということを確認をさせていただいておるとい

うようなところでございます。 

○委員（堀 徹男君） それが、リスク管理も

含めというところで考えてよろしいですか。

何、それ。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（豊田正樹

君） すみません、失礼しました。 

 事業者を訪問して、そういった品質に問題が

ないかというようなことを確認させていただい

ておるところでございましたが、あわせまし

て、農産物等を送った際は、どうしてもやっぱ

り、中にはですね、送った際に、中を割ってみ

たら、一部傷んどったというようなところもご

ざいます。そういった苦情がございました際に

はですね、早急に返礼品の事業者に御連絡をし

て、再送させていただいておるというようなと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、１ページに戻

りまして、職員研修事業、――ああ、ごめんな

さい、そこじゃないや。 

 １４ページの安全衛生・職員の健康管理事業

というところについてお尋ねをします。 

 メンタル不調による休職とかっていうのが、

今後の方向性の理由のところに書いてありま

す。主な原因としてですね、ここ２年ぐらい、

コロナ対応で、随分とですね、苦労された職員

の方がいらっしゃるというふうに感じています

けれども、休みもなかなか取れないと、休養も

取れないというような状況だったんじゃないか
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なと思いますが、そういった、特にですね、皆

さんそうだったんだろうと思いますけど、特に

過重労働といいますかね、長く働いたりとかさ

れた方に対する休養の取り方、十分取れている

のかなと、またはそういった取れるような配慮

をしてあるのかなという心配がありますので、

その点について、聞いておきたいなと思いま

す。 

○人事課長補佐（元村純子君） 人事課の元村

でございます。よろしくお願いいたします。 

 昨年度、休職者になられた方の数なんですけ

れども、メンタル不調と身体疾患合わせまして

１０人となっておりまして、過去７年での平均

が、大体８人ほどでございますので、昨年度は

少し休職者となられた方が、数が多かったのか

なと思っております。 

 メンタル不調となった主な原因ですけれど

も、豪雨災害での避難所業務や、坂本支所の引

っ越し作業など、落ち着いた頃に、メンタル不

調になった方、おりましたけれども、主な原因

といたしましては、人事異動による職場環境へ

適合できないことや、あと、コロナに伴う業務

の増加と、あと、仕事の質や量、重圧に対する

こと、そういったことが不調の大きな原因とな

っております。 

 健康管理についてですけれども、人事課のほ

うに保健師を配置しておりますので、随時相談

対応、あと、月１回健康相談会を開催しており

ます。メンタル不調を早めに把握いたしまし

て、保健師や産業医の面談につなげることが

も重要かと考えておりますので、毎月、時間外

が多い職員を抽出いたしまして、保健師と産業

医の面談のほうにつなげるなど、未然に防止で

きるよう努めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １５ページの職員研修

事業についてお尋ねをしたいと思います。 

 いろいろ研修にお取り組みだというふうに読

ませていただいたんですけど、時々ですね、直

接窓口とかのほうに電話をかけさせていただい

たりとかするとですね、人によってはなんです

けれども、もうお返事がですね、うんうんとか

いうお返事をされる方がいらっしゃるんです

ね。私、あなたと友達だったかなあというふう

に、いつも思うんですけど、そこら辺のです

ね、基礎的なマナーというか、社会人のマナー

というか、知らない方が電話をして出たとき

に、ええとか、はいとかじゃないのかなと思う

んですけど、うんうんはないと思うんですよ

ね。そこら辺の研修体制というのは、新人のと

きにですね、社会人マナーの第一歩だと思うん

ですけど、そういった研修というのはあってな

いんですかね。 

○人事課長補佐（元村純子君） よろしくお願

いいたします。 

 議員おっしゃったように、接遇というもの

は、市役所の顔ということで、非常に大事な部

分だと思っております。 

 ４月１日の新規採用職員が、辞令交付後２週

間かけまして、新規採用職員の研修を行ってお

りまして、その中で、特に接遇研修、そういっ

たものには力を入れて取り組んでおりますし、

新規採用職員以外でも、職員全体通しまして、

接遇研修のほうは、毎年実施をしております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １８ページの市政協力

員の関係事業について、お尋ねをしたいと思い

ます。 

 施策の調書のですね、上も下もですけど、文

面といいますか、文言からですね、市政協力員

さんの成り手不足と、現在の取組にもですね、
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非常に苦労されているというふうに思います。 

 また、重ねてですね、将来への不安もです

ね、見て取れるところなんですけれども、私も

住民自治協議会立ち上げのときからですね、自

治協議会、平成２２年、平成２４年ぐらいから

ですね、ずっと携わっているんですけど、身近

で見ていてもですね、なかなか大変だなという

ふうに感じているんですが、その中で、今後の

方向性として、業務内容の見直しとか、委託料

の見直しとかというふうに、さっき触れられた

んですけど、具体的にですね、どのような取組

をしようと、方策をしようというふうに考えて

いらっしゃるのかなあというふうに伺っておき

たいと思います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 市民活動政策課の吉井で

す。よろしくお願いします。 

 委託料等の見直しにつきましてはですね、令

和３年度からですね、市政協力員の事務費につ

いて、年間１万２０００円だったところを１万

５０００円というふうにさせていただいており

ます。 

 それからですね、今後の方向性についてです

けれども、今後もですね、マニュアルの見直し

など、市政協力員のマニュアルというのを、例

年各課に、担当している課にですね、お願いし

ている課に見直しをお願いしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １９ページ、説明はあ

ったのか、なかったかな。 

 エフエムやつしろ放送事業のうちにですね、

事業の概要の欄に、緊急時には、下のラジオ局

の職員さんがやっているんですけども、夜間、

市の職員さんが災害関係情報を放送すると。市

職員は割り込み放送って書いてあるんですけ

ど、これ、具体的にどなたが、どういったタイ

ミングで、どういう方法でというのをされるの

かなと思ってですね、一応聞いておきたいなと

思うんですよね。 

○秘書広報課長（浅川公利君） 秘書広報課の

浅川でございます。 

 委員が、今お尋ねの件ではですね、まだ実例

というのはございませんが、今年度台風１４号

が来ましたときに、エフエムやつしろさんのほ

うにお願いして、放送はしていただいたという

ことがございました。 

 まだ実例は、ちょっとございません。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） いや、その実例はない

ということなんですけど、仕組みとしてどんな

仕組みを構築されているのかなというところが

聞きたいんですよね。 

 夜間は、市職員が災害関係情報を放送するっ

て書いてありますので、例えば、危機管理課の

職員さんがね、事前に詰められた後に、下に下

りていって放送するのか、その機器が扱えるの

か。それとも、新しい情報システム、通信シス

テムを使って、それがそのままラジオに流れ込

んで、ここから流せるのかとかですね、ちょっ

と仕組みがどうなっているのかなと、聞きたい

んですよ。 

○秘書広報課長（浅川公利君） まだ現在、ち

ょっと話を詰めている状況でございまして、ま

だ詳細が決まっておりません。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 事業の概要って書いて

あるんで、それは今後の方向性のところに書け

ばいいのかなと思ったんですけど。 

 続けていいですか。隣の２０ページのです

ね、広報広聴活動事業です。いろんな情報発信

にですね、市のホームページだったりとか、あ

と、ＳＮＳも使われてます。これは、我々もそ

うですけど、閲覧すると、相手が見たかどうか



 

－35－

というのは分かるんでしょうけど、それが、各

個人個人がですね、何人の方が見たかってい

う、延べ人数なのか、どうなっているのか、そ

こがよく分からないんですよね。 

 確かにデジタル推進課で、こういったＳＮＳ

あたりのですね、情報ツールを使われて、広報

されるというのは理解するんですけど、実際市

民の方々にですね、何割ぐらいの方々に対し

て、この届けたい情報が届いているのか、相手

が受け取っていただけてるのか、そこら辺の数

字を、実際把握されているのかな。実人数です

よね。大体どれぐらい、何人ぐらい、市民の８

割以上には、ホームページを見てもらっている

とか、ツイッターだとか、何ですか、そういっ

たものを見てもらってる。そこら辺の具体的な

数字というのはつかまえられてますか。 

○秘書広報課長（浅川公利君） 御質問の件で

すが、ホームページにつきましては、まだ閲覧

での件数でしか、ちょっと分かりませんが、そ

ちらにつきましては、令和３年度につきまして

は、ホームページへのアクセス数が約１５０万

件でございます。 

 それから、議員がおっしゃったＳＮＳ、例え

ばフェイスブックでありましたり、ツイッタ

ー、ＬＩＮＥ、いろいろございますが、これも

件数で、すみません、これはもう投稿数でし

か、ちょっとこちらとしては、閲覧数というの

が分からないものですから、それでいきます

と、フェイスブックは、投稿数が昨年度は３４

６件、ちなみに昨年度のフォロワー数が３８３

６件でございます、ツイッターにつきまして

は、投稿数が４３２件でございまして、ツイッ

ターのフォロワー数は６００８件でございま

す。ＬＩＮＥにつきましては、ＬＩＮＥが投稿

数が２７４件ございまして、ＬＩＮＥの友達へ

の登録数が７９５８件でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 安全衛生・職員の健康

管理事業についてなんですけども、私も以前、

担当課の方にいろいろお電話したときに、何か

せきが出て、鼻水すすりながら、本当につらそ

うに出られた方がいらっしゃって、思わず大丈

夫ですかって聞いたんですけど、今、コロナの

ですね、状況があって、例えば、陰性だった

ら、せきとか、鼻水とかの症状があっても、勤

務というのはされている状況なんですか。どう

いう取扱いをされているのか、ちょっとそこを

お聞きしたいです。 

○人事課長補佐（元村純子君） コロナに感染

された方、コロナ濃厚接触者と、あと、そうい

った方に関しては特別休暇のほうを取っていた

だいておりますし、ちょっと熱があるとか、せ

き、風邪があるという場合は、無理して出勤を

せずに、休んでいただくというところで対応を

行っております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） それは令和３年度の

話ですね。令和３年度の決算ですから。 

 ほかにありませんか。 

○委員（堀 徹男君） すみません、２１ペー

ジのファシリティーマネジメント推進事業、こ

れは説明はなかったんですけど、事前に読ませ

ていただいて、気づいたところがありますの

で、お尋ねをします。 

 私はですね、一般質問も何回もさせていただ

いているんですけど、このファシリティーマネ

ジメントの推進はですね、今後の行財政改革の

中でも、非常に重要な施策だというふうに捉え

ています。 

 その中で、市としてはですね、スクラップ・

アンド・ビルドじゃなくて、ビルド・アンド・

スクラップというやり方と、それから市有地の

普通財産あたりのですね、売却の推進というあ

たりで、積極的に進めていく必要があるんじゃ
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ないかなというふうに思っている中なんですけ

ど、そんな中でですね、市有施設等利活用見学

会において、延べ１９人の参加があっていると

いうふうに記述がありますので、具体的に今回

ですね、どのような事例がありまして、実績と

して結びついたのかなという点について、成果

としてお尋ねをしたいと思います。 

○財産経営課長（山本浩司君） よろしくお願

いいたします。 

 昨年度実施いたしました市有施設等利活用見

学会におきましては、主に廃校舎ですね、廃校

施設を中心に、延べ１９名の方に御覧いただき

まして、１か所ですね、東陽町の旧河俣小学校

につきましては、利活用見学会の当日じゃない

んですけど、後日別個に参加いただいた事業者

さんから、貸付けについて、今、打診をいただ

いているところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 延べ１９人の参加があ

っているということですけど、実際成約には至

ってないというふうに捉えていいですか。 

○委員長（古嶋津義君） 少し声を大きく。 

○財産経営課長（山本浩司君） はい、失礼し

ました。 

 そうですね、まだ成約はないところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ２２ページのですね、

定住促進対策事業、これは、企画政策課さんの

ほうで移住・定住の方策というか、作戦練られ

ているというふうに見ていいのかなと思うんで

すけど、実際移住者、定住者の方がですね、こ

っちに越してくるとなると、やっぱりどうして

も住居が必要だろうと、居住と仕事がですね。

それが一番のネックだろう。安くて、後で仕事

も探せるといった環境づくりが、一番の移住・

定住のポイントじゃないかなと思うんですけ

ど、そんな中で、空き家のですね、利活用につ

いてもですね、建設環境委員会あたりであって

いると思います。 

 今後の取組について、空き家の利活用、これ

はそれぞれの課だけではなくて、それに関わる

課が協力してですね、やったほうが、成果とし

て上がるんじゃないかと思いますけど、その点

については、連携できるのかなというふうにお

尋ねをしたいんですけど、よろしいですか。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（角田

浩二君） 企画政策課、角田でございます。 

 堀委員から御質問いただきました空き家対策

の件なんですけれども、今、委員からもお話が

ありましたとおり、空き家対策につきまして

は、建設部のほうの住宅課のほうで、空き家バ

ンク、こちらの制度を使われております。 

 また、私どもも今、移住・定住の事業を促進

している中で、やはり市全体で話をできる場を

設けるということで、今年移住・定住、関係す

る課、寄りまして、お話をさせて、情報交換を

させていただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） ２４ページのですね、

住民自治推進事業、これは説明なかったんです

けど、地域みらいづくり補助金というのをです

ね、３０万円かな、一つの校区に対して。これ

を地域協議会の設置を始めてから以来、名前を

変えながらですね、ずっと補助金として交付が

続いているというふうに思うんですけれども、

そろそろ、早いところで１０年、なるんですよ

ね。これの補助金をですね、地域協議会に支援

をされることはいいんですけど、実際その補助

金の支援によってですね、地域がどういった成

果を上げているのか、効果があっているのかと

いうのをですね、一度、ちょっとこう、何て言
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うのかな、精査されているのかなというふうに

思うんです。 

 次年度も予算化されるということであれば、

しっかりとした精査が必要じゃないかなと、効

果が上がっているのかなと。その点についてお

尋ねをしたいと思います。 

 地域がいかに成果を得られたか、成果の具体

例があればですね、お示しをいただきたいと思

います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 地域みらいづくりの補助

金の成果ということですが、今までもですね、

どんどや伝統行事、各種イベントとかやってこ

られましたが、あとは、令和３年度にはです

ね、新型コロナウイルス感染対策の事業とか、

そういったものに使われてきていて、あと、今

後もですね、いろんなことに、地域の交流と

か、そういうイベントを通じた交流とか、そう

いうのに使われていくと思いますので、今後も

継続して補助をしていきたいというふうに考え

ております。 

 イベント等を実施してですね、地域の交流を

深めることが、地域活性化につながるものと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ３８ページのですね、

大分後ろに行くんですけど、３８ページの滞納

整理事務事業、今後の方向性の理由のところに

ですね、税負担の公平性と、云々というふうに

書いてあると思いますけど、これが一番、 も

重要なキーワードじゃないかなと思います。 

 今後ですね、一部業務にＤＸ化と、それと、

何だっけ、ＤＸ化と業務委託の検討を行いなが

らというふうにあるんですが、令和５年度に向

けて、お取組ということであれば、具体的には

どのような部分に導入をして、それが収納率の

向上にどう結びつくと考えていらっしゃるの

か、その２点ですかね。 

 ＤＸの導入と一部業務委託、一部業務につい

ては、業務委託ですか。具体的にはどういう方

策をお考えでしょうか。 

○納税課長（坂井宏全君） こんにちは。納税

課の坂井でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 堀委員からお尋ねがありました、今後の一部

業務についてのＤＸ化ということでございます

が、ただいま予定しておりますのは、現在紙ベ

ースで金融機関等に照会をしております預金情

報の照会などについて、電子化を進めたいと思

っております。 

 その他、業務委託につきましては、令和７年

度に全国的な自治体、国が主導しますシステム

の標準化というのを控えております。このシス

テムが、まだどのような仕様になるかというの

がはっきりしておりませんので、その動向を踏

まえまして、業務委託の内容については、詰め

ていきたいと思っております。 

 現在のところ、窓口業務とか、受電業務あた

りを委託できればなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ４０ページの 後説明

がありました、市長選挙及び市議会議員の一般

選挙事業についてお尋ねをします。 

 昨年のですね、１年前の選挙の後に、一般質

問の中でも取り上げられていたかと思うんです

けど、選挙公報がですね、一部区域では配付さ

れなかったというような、すみません、ちょっ

と記憶が、そういった内容の質問と答弁があっ

てたというふうに思ってるんですけど、聞き間

違いだったら、訂正をお願いしたいと思うんで
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すけど。 

 それを前提に、そうだったんだという、選挙

公報が一部区域では配付されていなかったとい

うことであればですね、今後１年、１年たった

後に、どういった方策を考え、必ず３年後には

来るわけですから、確実にですね。配られてい

るところと、配れてないところがあるというの

は、これは大きな問題だろうと。具体的にどの

ような対策を考えて取り組んでいかれるのかと

いう点についてお尋ねをしたいと思います。 

○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（西村一章君） 選挙管理委員会事務

局、西村でございます。よろしくお願いしま

す。 

 委員お尋ねの選挙公報の配付につきまして、

一部地域には配付されていなかったということ

で、現状とですね、その対策についてのお尋ね

だったかと思いますが、それでよろしかったで

しょうか。（委員堀徹男君「はい」と呼ぶ） 

 選挙公報の配付につきましては、市長選のと

きには、旧八代市と鏡地区を除く地区につきま

しては、郵便局のタウンメールで、選挙公報の

配付を行っております。 

 旧市と鏡地区につきましては、新聞折り込み

等で対応させていただいたというところでござ

います。 

 この原因につきましてはですね、選挙公示日

からですね、選挙投票日までの期間が短いとい

うところで、郵便局様ともですね、相談をさせ

ていただいたんですけども、なかなかちょっと

物理的に無理な部分があったというところで、

そういった対応を取らせていただいたというと

ころでございます。 

 なお、今後の対応といたしましてはという

か、参議院選挙のときにもですね、同様の方法

を取らせていただいたんですけども、そのほか

にですね、やった取組といたしましては、特に

選挙公報は、候補者の皆さんの主義主張を伝え

る重要な書類になりますので、市内各施設、主

要施設ですね、において、そこに広報を配置さ

せていただいたり、または期日前投票所等に配

置をさせていただいたという対応を取らせてい

ただいているところです。 

 今後もですね、なるべく選挙公報が、市民の

皆さんにお届けできるような体制について、検

討をしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 公債費についてお尋ね

してもいいですよね。成果の調書にはなかった

んで、決算書で説明いただきました。事前に読

んだ決算審査の意見書にてすね、書いてあった

んで、これ、調書に書いてないから、飛ばされ

るのかなと思ったら、そんなことなかった。よ

かったんですけど。 

 不用額が１億５４５０万円、不用額となった

ということで、電算入力ミスにということで、

意見書にも書いてあるんですけど、これ、予算

として公債費で組まなくてよかったのであれ

ば、その年度の他の事業費として使えたのか

な。いやいや、そうじゃなくて、そもそも公債

費の分だから、全然単年度の数字としては影響

ないんですよ、数字のミスですよということな

のか。１億５０００万円あったら、ほかの事業

に令和３年度回せて、有効に活用できたのかと

いうのは、そこがちょっと、ぴんと来ないもん

ですから、まず、そこをお尋ねしたいと思うん

ですよね。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課の續でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 ただいま御質問がありました公債費の不用額

でございますが、お尋ねのように、公債費で不

用額が出ている額につきましては、それを、額

を使わないで、それだけ残していたわけですか

ら、その分をほかの事業のほうに回すことがで
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きるということは、確かにおっしゃるとおりで

はございます。 

 ですので、これを実際に、その金額が、そう

いった、生じているのが分かったのが年度途中

ということでございましたので、そのまま予算

で不用額として残してしまったということでご

ざいます。 

 委員がおっしゃるとおり、その分はもう、ち

ょっと無駄になったという部分は、御指摘のと

おりかと思います。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（堀 徹男君） 今の公債費の件につい

てですね、まず、審査意見書には、やっぱりこ

のような事務処理がないよう注意していただき

たいと書いてあるんですよね。入力済みデータ

の照合とか、確認は複数人で行うなどのチェッ

ク体制を図りというふうに、監査もちゃんと書

かれています。 

 その前のページに行きますとね、監査意見書

の１４ページにあったんですけど、事務処理に

ついてという、（１０）番、事務処理について

というのがあって、内部統制制度というのので

すね、件について触れられているんですよね。

これは、審査意見書をお持ちの方は、後で見て

いただければと思うんですけど、組織によるチ

ェック体制が機能していないこととかって、い

ろいろ厳しい指摘がされているんですね、監査

意見書ね。 

 その中で、不適切な事務処理を改善するため

にもというふうに一文があって、内部統制を推

進するための体制を整備していただきたいとい

うふうになってます。 

 実損はなかったということでですね、実際の

損はなかったと、この１億５０００万円につい

ては、いいんでしょうけど、厳しい財政の中、

辛抱して、みんなの予算獲得に向けて努力され

ている中、１億５０００万円というお金が、今

年度使えるんであったらですね、一般財源でし

ょうから、今まできゅうきゅうしていた事業に

も使えたんじゃないかなというふうに思いま

す。貯金したと思えばですね、それはそれでい

いんでしょうけど。 

 そこら辺、きゅうきゅうでやっている事業な

ので、財政なので、ぜひですね、しっかり内部

統制が利くような仕組みづくりを、もう一度改

めてチェックしていただければなというふうに

思います。それが意見として１点。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） もう１点、滞納整理事

務事業ですね、市民税、資産税含めてなんです

けど、税の徴収というのは、もうこれ大原則だ

と思うんですよね、公平、あくまで不公平を生

まないと。そんな中でですね、いろいろお取り

組みになられてます。滞納整理のですね、事業

も進めてられて、収納率も上がっているという

数字も見て取れますので、ぜひ今後ともです

ね、よりもっともっと適正、適切な課税もそう

ですけど、不公平感を生まないような収納に努

めていただきたいというふうに思います。 

○委員（村川清則君） ふるさと納税について

ですけれども、さっきのお話の再確認みたいな

話になるんですけれども、恐らく職員さんが頑

張られて、額もここまで飛躍的に上がってきた

と思っております。 

 昨日熊本市で、全国過疎問題シンポジウムｉ

ｎ２０２２くまもとというのがございまして、

その中で出た話ですけれども、ふるさと納税と

いう、非常に地方にとっていい制度を、国はつ

くってくれたと。でも、 近ふるさと納税をや
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った方と話しすれば、どうだったと言えば、ど

こに納税されたんですかと聞いても、その町と

か市は忘れて、肉が返ってきたと、そういう話

だけしなっと。もともとふるさとであったり、

地方を応援するためにできた制度ですので、そ

れが何か本末転倒になっているというような話

が、昨日熊本市で出ました。 

 ぜひ、さっきも話に出てましたけれども、国

のほうも、その地元の産品であったり、あるい

は、何割とか制限を設けてやっておられるよう

ですけれども、ぜひ、本市の場合は間違いはな

いと思いますけれども、ぜひ常識的な範囲内で

やっていただきますように、無理をされないよ

うに、ぜひお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） 後にしたいと思いま

すけど、所管外も含んでおりますので、意見に

とどめておきたいと思うんですけど、住民自治

推進についてですね、コミュニティセンターの

施設整備事業というのに取り組まれています。

それに関連するんですが、各町内にあるような

ですね、自治公民館、これについては、生涯学

習課の所管になっているんですよね。コミュニ

ティセンターも、従前は地域の公民館として、

生涯学習課が所管していたと思うんですけど、

両方とも、自治公民館にしても、地域の公民館

にしても、生涯学習課が担当していると。コミ

ュニティセンター化されて、市民活動政策課か

な、そっちのほうに所管が移ったというふうに

思うんですけど、その名残のまま、自治公民館

についても生涯学習課が担当している。これは

どっちをですね、重要視するかと。住民自治の

推進の拠点として、地域のコミュニティセンタ

ーを活用する。それはよしとして、町内の自治

公民館も同じような自治組織の拠点として整備

するのであれば、所管は同じところのほうがい

いんじゃないかなと。仕事もしやすいんじゃな

いかなと、何で生涯学習課が、いまだに町内の

自治公民館を持っているのかなと思うんですよ

ね。 

 そこら辺、ぜひ新年度は無理かもしれません

けどね、所管替え等々も可能であれば、ぜひ御

一考いただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で、

第２款・総務費中、当委員会関係分、及び第１

１款・公債費、第１２款・諸支出金、第１３

款・予備費についてを終了します。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後２時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費中、当委員会関係分に

ついて、総務企画部から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 改めまして、

皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）総務企画部の稲本でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。着座にて説明さ

せていただきます。 

 私のほうから、第８款の消防費につきまし

て、総括をさせていただきます。 

 初めに、地域防災計画につきまして、令和２

年７月豪雨における災害対応に関する検証を踏

まえ、応急対応等で早急に見直しが必要な課題

に対する改善の方向性に基づき、修正を行って

おります。 

 また、地域防災計画の修正に伴い、受援マニ

ュアルや避難所運営マニュアル等も修正を行っ

ております。 

 次に、令和元年度から整備を行っておりまし
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た防災行政情報通信システムにつきまして、令

和３年４月から、防災アプリや戸別受信機など

の一部サービスの提供を開始し、新庁舎が完成

した令和４年２月から、全ての機能を活用し、

災害対応に当たっております。 

 新庁舎には、災害対策本部事務室を常設し、

各支所及び消防本部等を結ぶテレビ会議システ

ムや監視カメラの遠隔操作システム、気象観測

装置などをはじめとした防災気象関連機器を設

置し、各種災害に対応できる防災拠点としての

体制を構築いたしました。 

 また、令和４年２月には、総務省及び通信や

電力事業者が参加した大規模自然災害時の通信

サービス確保のための連携訓練を、本市で初め

て開催し、防災行政情報通信システムを活用し

た訓練等を実施いたしました。 

 次に、避難所における各種対策といたしまし

て、受付での手指消毒や検温、マスク着用の徹

底、また簡易間仕切りの配備など、避難者の新

型コロナウイルス等への感染防止、及びプライ

バシーの確保など、避難所における安心・安全

を確保しております。 

 また、令和７年度までの計画として、学校体

育館等へのエアコン設置など、地域の避難所と

しての機能強化を進めております。 

 次に、自主防災組織についてですが、令和４

年３月末現在の本市における自主防災組織の結

成率は約８７.９６％で、全国の自主防災組織

の組織率が８４.４％であることから、本市の

取組は進んでいるものと考えております。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響か

ら、対面での訓練が難しい状況であったもの

の、各自主防災組織で工夫され、電話による情

報伝達訓練など、非対面での訓練を実施いただ

いております。 

 毎年３校区で実施しております校区単位での

住民参加型防災訓練につきましては、宮地校

区、麦島校区では実施いたしましたが、植柳校

区におきましては、実施予定日が、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により、まん延防止等重

点措置の適用期間となったため、令和４年度に

延長いたしました。なお、植柳校区の訓練にお

きましては、来月１１月６日に実施することと

しております。 

 今後も、自主防災組織の組織率向上に向けた

取組及び出前講座や研修会、訓練などを通じ、

自助や共助の推進に取り組んでまいります。 

 このような訓練に併せ、平時における地域の

防災力向上と災害発生時の共助を目的として、

市内に居住または通勤されている防災士資格保

有者の方を、八代市登録防災士、通称やつしろ

ソナエイターといいますけども、として認定す

る制度を、令和３年度に創設いたしました。 

 昨年度は、登録をいただいた５８名の皆様

に、防災アプリや防災行政情報通信システムな

ど、市の防災に関する取組に関し、２回の研修

会を実施したところでございます。 

 今後は、登録防災士の方々に、各種取組をサ

ポートいただきながら、災害に強い地域づくり

を推進していくこととしております。 

 次に、消防団の装備につきましては、消防庁

の消防団の装備の基準に基づき、計画的に整備

を行っております。毎年計画的に配備を行って

いる消防車両や小型動力ポンプ、ホース等の整

備に加え、消防水利が乏しい地域からの要望を

受けて、東陽町と泉町に防火水槽を新設してお

ります。 

 そのほか、熊本地震で被災した旧本庁舎に設

置しておりました火災の発生をお知らせするサ

イレン吹鳴装置についても、市役所本庁舎の開

庁に合わせて屋上に設置いたしました。 

 後に、令和３年度は新型コロナウイルス感

染症の影響などで、消防・防災事業の推進に大

きな影響がある年でございましたが、地域防災

計画の見直しや各種訓練、消防団装備品の調達

など、各事業において適切な対応ができたもの
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と考えております。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。 

 この後、詳細につきましては、総務企画部、

廣兼次長が説明いたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○総務企画部次長（廣兼和久君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総

務企画部の廣兼でございます。よろしくお願い

いたします。 

 令和３年度八代市一般会計歳入歳出決算書の

うち、歳出の消防関係分について御説明いたし

ます。着座にて説明をいたします。よろしくお

願いします。 

 それでは、令和３年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）の１１ページをお

開きください。 

 歳出決算の状況の上の表のイ、目的別の項目

８、消防費を御覧ください。 

 歳出額が２７億１７４３万３０００円、執行

率が９５.３％、歳出済額に対する構成比は３.

３％、前年度に比べ４億６９０４万１０００

円、１４.７％の減となっております。この減

は、退職した消防団員が、当初見込んでいた数

より少なかったことや、防災行政情報通信シス

テム運用の保守業務及び同システムの整備に要

した委託料、及び旧防災無線関係機器の撤収等

に要した委託料の執行残が主な理由となってお

ります。 

 それでは、個々の歳出の決算について御説明

いたします。１４１ページをお願いいたしま

す。 

 １４１ページの下段の広域行政事務組合負担

金事業ですが、八代広域行政事務組合消防本部

による消防活動、救助活動の的確な実施と推進

を図るための負担金で、決算額は１８億１１３

０万４０００円です。主な内容といたしまし

て、通常消防運営経費１７億９６１９万５００

０円、新開分署建設に伴う経費２５０５万２０

００円でございます。 

 特定財源として、火薬類や液化石油ガス等の

各種届出の受理等に関する事務の権限移譲に対

する県支出金が２１万１０００円、地方債とし

て八代広域行政事務組合負担金７４０万円、平

成２８年熊本地震復興基金繰入金１７６５万２

０００円でございます。 

 不用額の３５０９万２０００円につきまして

は、負担金の減額によるものです。 

 今後の方向性といたしましては、本市の消防

施策の実施に欠かせないものであり、市による

実施、現行どおりとし、消防力の向上に向けた

適切な負担金を計上してまいります。 

 次に、１４２ページ、上段の消防団活動事業

ですが、報酬や出動手当、共済費等で、消防団

員に必要な処遇と福利厚生の確保を図るもので

す。 

 決算額は１億６１４２万３０００円です。主

な内容といたしましては、消防団員２２４８名

の報酬５８７９万３０００円、退職報償金２９

７５万１０００円、出動時の費用弁償１０１１

万４０００円、退職報償金に係る掛金４８００

万円が主なものでございます。 

 特定財源として、消防団員退職報償金２９７

５万１０００円、消防団員福祉共済加入者に係

る事務費交付金５６万１０００円などでござい

ます。 

 不用額の４４９４万３０００円につきまして

は、退職した消防団員が、当初見込んでいた数

より少なかったことによる消防団員退職報償金

３００９万９０００円、コロナ禍により通常活

動ができなかったことによる出動手当９５６万

３０００円が主なものとなっております。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、規模拡充とし、令和４年度からの消防団員

の処遇改善に伴う年額報酬及び出動報酬の引上

げ等により、消防団員の確保について取組を進

めてまいります。 
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 次に、下段の消防団整備事業ですが、消防団

活動に欠かすことのできない資機材等の整備や

維持管理を行う事業でございます。 

 決算額は１億３８０２万９０００円です。主

な内容といたしまして、備品購入費で、消防車

両と小型動力ポンプ９０３４万１０００円、消

防用ホース８９万３０００円、消防受令機１０

３万８０００円、消防団員の新基準活動服２２

８万１０００円などでございます。 

 特定財源の主なものとして、熊本県電源立地

地域対策交付金７３９万２０００円、石油貯蔵

施設立地対策等交付金１３２０万５０００円、

球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金１３

０万６０００円、地方債として、消防団整備事

業費６５９０万円などでございます。 

 不用額の７１８万５０００円につきまして

は、備品購入費の消防車両と小型動力ポンプの

入札残１４２万円、消防用ホースの入札残１０

３万８０００円、新入団員用新基準活動服及び

半長靴の入札残１１１万３０００円が主なもの

となっております。 

 今後の方向性といたしましては、安全で十分

な活動を進めるため必要となる資機材の整備、

更新を行うこととしており、市による実施、現

行どおりとしております。 

 次に、１４３ページの上段の消防施設整備事

業ですが、防火水槽や消火栓、消防団車庫、屋

外ホース格納庫など、消防活動のための環境を

整備する事業となっております。 

 決算額は３３１３万３０００円です。主な内

容といたしましては、工事請負費で、防火水槽

の新設１２４６万円、新庁舎屋上に設置したサ

イレン吹鳴装置の設置工事１４６３万円、消防

施設修繕として１９２万５０００円、消火栓工

事負担金で、水道局や生活環境事務組合へ合わ

せて２８９万７０００円でございます。 

 特定財源として、県支出金の消防防災施設整

備費補助金５４８万６０００円、地方債で、市

庁舎施設災害復旧事業の１４６０万円でござい

ます。 

 不用額の７５８万４０００円は、例年に比べ

修繕件数が少なかったことによる消火栓負担金

の執行残３６４万円と、工事請負費、サイレン

吹鳴装置の設置工事の執行残３０１万７０００

円が主なものとなっております。 

 今後の方向性といたしましては、安全で安心

なまちづくりの実現に向けて、地域要望など反

映をさせながら整備することとしており、市に

よる実施、現行どおりとしております。 

 次に、下段の消防対策事業です。この事業

は、市民の防災意識の向上を目的とした講座の

開設、本市の防災対策の基本となる八代市地域

防災計画の修正、自主防災組織の育成支援など

を行うものです。 

 決算額は１２６１万４０００円で、主な内容

といたしましては、坂本地域等に配備した衛星

携帯電話１０基の購入費で３８６万６０００

円、ウェブ版ハザードマップのデータ更新業務

委託で１４３万円、職員用防災服の購入で１０

３万１０００円、訓練等で使用する音響設備の

購入で１０８万７０００円でございます。 

 特定財源として、県支出金の球磨川水系防

災・減災ソフト対策補助金３１８万９０００

円、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１

６９万８０００円、平成２８年熊本地震復興基

金繰入金３５４万８０００円でございます。 

 不用額の１２７万４０００円につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

自主防災組織の活動が減少したことによる補助

金の執行残５１万１０００円、職員用防災服や

音響設備などを購入した備品購入費の入札残２

３万８０００円が主なものとなっております。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、出前講座や各種の行事等を通じて、

自主防災組織の役割や必要性について、積極的

に啓発活動、広報活動を実施することとしてお
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ります。 

 続きまして、１４４ページの上段、災害時用

備蓄資材整備事業でございますが、これは、防

災備蓄倉庫の設置及び備蓄品を整備し、災害時

に備えるものです。 

 決算額は１０９５万２０００円で、主な内容

といたしまして、消耗品として、アルファ米、

保存水など３５０万１０００円、工事請負費と

して、防災備蓄倉庫７４４万２０００円でござ

います。 

 特定財源の国庫支出金１１９万６０００円

は、都市防災総合推進事業補助金でございま

す。 

 不用額の２２０万４０００円は、アルファ米

や保存水など備蓄品購入の入札残１８８万円が

主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、計画的に備蓄を行う拠点となる防

災備蓄倉庫の整備や、食料、保存水の調達を進

めるとともに、市民の皆様にも食料備蓄など、

必要な物資を備蓄していただけるよう働きかけ

ていくこととしております。 

 次に、下段の、防災行政無線整備事業です。

この事業は、新たな防災行政情報通信システム

の整備により、屋外拡声機の整備や、新庁舎へ

の防災関係機器の移設を行い、あわせて、各種

機器の保守点検等を行うものです。 

 決算額は５億２９７２万３０００円で、主な

内容といたしまして、防災無線等の通信料で７

００万５０００円、防災行政情報通信システム

運用保守業務委託で８８１万１０００円、新庁

舎への防災関係機器移設業務委託で１０５９万

円でございます。 

 また、前年からの繰越分として、防災行政情

報通信システム整備業務委託として４億９９０

５万５０００円でございます。 

 特定財源として、平成２８年熊本地震復興基

金繰入金１０５９万円、地方債として、防災行

政無線整備事業で４億９９００万円となってお

ります。 

 不用額の３３１２万６０００円につきまして

は、防災行政情報通信システム運用保守業務

や、旧防災行政無線関係機器の撤収等に要した

委託料の執行残１３３０万８０００円、防災行

政情報通信システム整備に要した委託料の執行

残１６１０万円が主なものでございます。 

 今後の方向といたしましては、令和３年度

で、新たな防災行政情報通信システムの整備が

完了し、防災行政無線から支援システムへ完全

移行したことから、本事業完了、終了とし、新

しい事業において、新システムの普及や維持管

理に関する取組を適切に実施することとしてお

ります。 

 以上、消防費の内容説明とさせていただきま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ３点か４点、用意して

いるんですけど、消防団の活動事業についてお

尋ねをします。 

 処遇改善で、年額報酬等々が引上げになった

ということですけれども、以前も聞いたとは思

うんですけど、幾らの影響額が発生したのかな

というのが、まず、あるんですが、それが１

点、お尋ねをしておきたいと思います。 

 それと、財源がですね、一般財源であるとい

うふうに捉えているんですけど、その消防団の

報酬の分ですね。基準財政需要額の計算のとき

の地方交付税の算定根拠に、消防団員の人数が

入ってたのかなって思うんですよね。交付金で

来てればですね、いいのはいいんでしょうけ

ど、そこら辺がどうなのかなあというのがあり

ます。１点、もう１点ですね。 

 それと 後にですね、事業費、その上がった

分、人件費が上がった分、人件費というか、報
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酬が上がった分、さっきお読みにならなかった

んですけど、今後の方向性の理由のところにで

すね、報酬の引上げをすることによってです

ね、やっぱり消防団、この事業費自体の枠とい

うのは、もう限られてると思うんですけども、

大きくならざるを得ないですよね。その中で、

どうやってこう、何というかな、外枠の部分は

膨らまないようにされるのかな。所管する事業

については、抜本的な見直しを行いというふう

に、今後の方向性でお考えなので、具体的にど

ういうふうな取組されるのかなというのを、３

点ですね、お尋ねをしたいというふうに思いま

す。 

 難しかったかな。（危機管理課長松本康祐君

「２番目のちょっと質問を」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） もう一度、じゃあ。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、もう一回整理

しますね。 

 １点目が、報酬引上げ等々による影響額です

ね、消防団報酬の。何人で幾ら上がったら、幾

ら増えました。たしか１２００万円ぐらいだっ

たんだろうと思いますけど。 

 ２点目がですね、その報酬引上げの分は、一

般財源からということなんですけど、消防費の

基準財政需要額の計算の積算根拠にですね、消

防団員の人数とかというのがあるならですね、

その分、地方交付税措置で、交付金の中で見て

もらえてるんだろうなと思うんですけど、それ

がなくて、十把一からげの交付金の中から、報

酬の引上げ分も出しているのか。単純増ですよ

ね、なのか。それが２点目。 

 ３点目は、事業費が総額として膨らむので、

抑えたいと。抑えたいというか、抜本的な見直

しを行って、事業費全体が大きく膨らむことが

ないようにというふうに、今後の方向性でうた

われてますので、具体的にはどのような見直し

をされるのかなということですね、３点。 

○危機管理課長（松本康祐君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）危機

管理課の松本でございます。 

 委員お尋ねの３点につきまして、申し訳あり

ません、私が、１点目と３点目のほうでお答え

させていただきます。 

 まず、１点目のですね、報酬引上げについ

て、幾らぐらいの影響額があるかどうかという

ところのお尋ねだったんですが、大体概算なん

ですが、２６００万円程度の増額というふうに

見込んでございます。 

 ３点目のですね、上がった分……。 

○委員長（古嶋津義君） 課長、それは令和３

年度の決算から見て、新年度上がったっちゅう

ことね。 

○危機管理課長（松本康祐君） これが、令和

４年度から始まる……。 

○委員長（古嶋津義君） 今、令和３年度の決

算でしょう。そこはもう答えんでもいいたい。 

○危機管理課長（松本康祐君） 令和３年度に

つきましてはですね、まだ報酬を、令和４年の

４月から上げるという予定になっていますの

で、決算としては、影響はございません。 

 ３点目ですが、報酬引上げにつきまして、こ

の資料の中に、抜本的な見直しを行いというふ

うに書いてございますが、これは、消防団活動

事業に、この一つに限ったものではなくてです

ね、危機管理課が持っているほかの事業を含め

て、全てにおいて、ちょっと見直しをして、そ

の分の上がった分、報酬を引き上げた分という

のを、どこまで抑えるとか、そういったことを

頑張っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上になります。 

○危機管理課主幹兼消防係長（稲崎敬文君） 

 こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）消防係、稲崎と申します。よろしくお願い

します。 

 御質問にあったとおり、交付税措置がされる
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というところで、こちらも消防庁よりの通達か

ら聞いております。 

 今、おっしゃられたとおり、基準財政需要額

に関係するところで計算をされているところな

んですけれども、５年間でですね、若干減るよ

うな、何と言えば、難しいんですけれども、複

雑な計算がありまして、その中で交付税措置が

されて、それを、その報酬が上がった分という

ところで措置されるというところで、こちらも

聞いておりますので、交付税措置されるという

ところで認識しておるところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） すみません、確認なん

ですけど、５年間だけ交付税措置があるという

ことですかね。 

 じゃあ、５年間だけということでなければ、

その総額の調整というのは要らないのかなと思

うんですけど、その２点。 

○危機管理課主幹兼消防係長（稲崎敬文君） 

 ５年間だけというわけではなくてですね、緩

和措置というところで、５年間で徐々に交付税

の額が減るような形というところで説明を受け

ているところです。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） 後で聞きます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本貴喜君） すみません、消防団整

備事業の点で、１つお伺いしたいと思います。 

 ポンプの入替えとかって、定期的にされてい

るかと思うんですけど、私の所属している地域

のですね、消防団で、非常にポンプが古くて、

ちょっと動かなくなってしまったときに、ちょ

っと入替えで、新しく入れ替えるじゃなく、よ

そが入替えた分で、入ってきたポンプがです

ね、うちの地域にあったものよりも新しいもの

が来たんですよね。定期的に、経過年数とか状

態を見て更新していくとなっているんですけど

も、その入替えの基準というのがですね、ちょ

っと不明確かなというふうに思ったんで、そこ

の点を質問させていただきます。 

○危機管理課主幹兼消防係長（稲崎敬文君） 

 委員御質問のポンプの更新時期ということに

なりますけれども、ポンプは基本的に、原則２

０年を経過したものを更新するというふうには

しております。 

 個々の個体に応じてですね、ちょっと状態が

悪くて、修理が頻繁に行われるというようなポ

ンプにつきましては、以前使っていたものをそ

ちらに、交換じゃないですけど、そちらに回し

たりとか、新たに個体の調子が悪いというとこ

ろで、２５年いかないところでも更新するとい

うような形は取っているというところにはなっ

ております。 

 以上です。 

○委員（橋本貴喜君） そういうふうに適宜や

っていただければいいですけど、本当ですね、

新しく来た、その払下げですかね、よそが使っ

た分が、もう、とんでもなくいい物が来たんで

ですね、私どもは手動だったんですよね、いろ

いろ。それが自動で、もうエンジンかけて回す

と、ぎゅーと出る。おおっという、そういうの

が払下げ来たものですから、ちょっと注意して

いただければなというふうに思います。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（堀 徹男君） １４３ページの防災対

策事業について、ちょっと１点だけ。 

 携帯衛星電話のですね、導入については、私

も一般質問でずっと取り上げてきて、順次導入

は進んでいるとは思うんですけど、今回１０基

増設されるということで、トータル、今、市の

配備台数が何台になったのかというのと、今回

の１０台は、どこに配備をされたのかという２

点、お願いします。 
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○危機管理課長（松本康祐君） 失礼します。 

 今、委員お尋ねの、まず１点目ですが、今、

市のほうで配備されているのは、衛星機だけで

は全部で２１基ございます。 

 今回の１０基を入れましたところはですね、

配備先は坂本地区でございます。これは、大規

模災害時に、孤立するおそれがある集落という

ところでですね、そこから、例えば消防本部と

の連絡とか、救出、救助、安否確認を取るため

の通信手段を取ることというのを目的にしてお

りまして、坂本方面隊の第１分団から第９分団

までの分団長もしくは副分団長に持っていただ

いているというようなことになっております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、その上です

ね、災害時用備蓄資材整備事業、不用額が２０

２万円ですかね、も出てるということで、もっ

たいないなあと。災害のような備蓄資材を買う

お金は、余ったお金で足していけばいいのに

な、買い足していけばいいのになと思うんです

けど、区分が、流用できない節じゃなかったの

かなあというふうに思えば、諦めるしかないん

ですけど、まあ、もったいないですよね。フル

に予算を使い切れるような、消耗品の詰め方を

されたらどうかなと。 

 恐らく工事の残が出たのかなとは思うんです

けど、そこら辺について、もう少し説明を、も

う一回お願いしたいと思うのが１点と、新開分

署、新しく今、つくってる新開消防署という形

でできるんじゃないかなと思うんですけど、そ

こに併せてですね、防災備蓄倉庫を設置するよ

うに進めてきたと思うんですけど、どの程度の

容量を持った、拠点と書いてありますので、ど

れぐらいの容量を持ったですね、備蓄倉庫を計

画される予定なのか。 

 今後の方向性としてはですね、もう新年度の

予算に向けての取組でしょうから、ちょっとお

尋ねをしておきたいと思います。 

○危機管理課長（松本康祐君） 失礼します。 

 委員お尋ね１点目のですね、災害時用備蓄資

材整備事業の不用額ですね、これ、消耗品費の

アルファ米等、水等の食料品の入札残になって

おります。なのでですね、これを消耗品として

担っておるので、ほかの予算というのは、そこ

には、ちょっと考えておりませんというのが、

正直なところでございます。 

 ２点目のですね、新開分署に今度新しく建て

る備蓄倉庫の、 初の計画としては３００平米

という形であったんですが、今ですね、ちょっ

とまた再検討をしているというような状況でご

ざいます。 

 ちょっと、いろいろほかにも格納するところ

があるんじゃないかと、そこがもし見つかれば

ですね、もうちょっとそこのスペースというか

貯留を、ちょっとそこを減らして、ほかのとこ

ろでということを検討しているというような、

そういった状況でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本敬晃君） 消防団活動事業につい

てですけども、今後の方向性として、規模拡充

というふうになっておりますので、団員の、書

いてもありますけど、団員の確保のためにもで

すね、また、日々ですね、消防団活動に取り組

まれている隊員の方のためにもですね、処遇の

改善というのは、引き続きですね、行っていた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７６号・令和３年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分については、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３１分 本会） 

◎議案第８２号・令和３年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８２号・令和３年度八代市ケー

ブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算につい

て、執行部から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）引き続

き、またよろしくお願いいたします。 

 それではですね、ケーブルテレビ事業特別会

計につきまして、総括させていただきます。着

座にて説明をいたします。 

 本市のケーブルテレビ事業は、東陽・泉・坂

本地域におけるテレビ放送の難視聴対策及び地

地域間の情報格差是正という本来の役割はもと

より、地域における情報伝達手段としての役割

も担っており、中山間地域の方々にとって、日

常生活に密着した、必要かつ不可欠なサービス

として、合併前後の平成１６年度から平成１８

年度にかけて整備させております。 

 開局以降、ケーブルテレビ事業の運営につき

ましては、サービスの維持向上を図りながら、

ＣＳ番組の統合や運用方法の変更を行い、経費

の削減に努めるなど適正な経営に努めてまいり

ました。 

 また、さらなる効率化のため、指定管理者制

度を導入しており、平成２８年度から平成３０

年度、令和元年度から令和３年度、令和４年度

のいずれも、公募の結果、テレビやつしろ株式

会社に委託を行っております。 

 利用状況についてですが、ケーブルテレビに

おいては、令和３年度末の利用世帯数は２５７

０世帯となっており、令和２年度末時点の利用

世帯数２６１０世帯より４０世帯減少しており

ます。 

 また、インターネットにおいては、令和３年

度末の利用世帯数は４５４世帯となっており、

令和２年度末時点の利用世帯数８８５世帯より

４３１世帯減少している状況でございます。 

 令和２年度に比べ、インターネット利用者が

大幅に減少しておりますのは、令和３年６月

に、東陽・泉地域において、光ブロードバンド

整備が完了したことから、民間の光インターネ

ットサービスへの切替えが進んだためでありま

す。 

 今後の課題といたしましては、サービス開始

から１０年以上が経過しているため、放送機器

や伝送路などが老朽化し、既に耐用年数を経過

しているものもあるなど、今後これらの施設整

備の更新や大規模修繕が必要となってまいりま

す。 

 総務費の総括でも申し上げましたように、本

年度の坂本地区の整備をもって、市内全域の光

ブロードバンド化が完了する計画でありますこ

とから、この光ブロードバンドを活用したテレ

ビ放送ができないか、現在検討を行っていると

ころでございます。 

 今後、中長期的な視点に立ち、より効率的

で、効果的なケーブルテレビ事業の運営に取り

組んでまいります。 

 以上、ケーブルテレビ事業特別会計の総括と
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させていただきます。 

 この後、詳細につきましては、デジタル推進

課、鋤田課長から説明いたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課の鋤田でございます。よろしくお願いい

たします。失礼して、着座にて説明させていた

だきます。 

 それでは、議案第８２号・令和３年度八代市

ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算につ

いて御説明をさせていただきます。 

 資料のほうは、歳入につきましては、八代市

特別会計歳入歳出決算書で、歳出につきまして

は、主に、主要な施策の成果に関する調書その

２で説明をさせていただきます。 

 それでは、まず、八代市特別会計歳入歳出決

算書、１１４ページをお願いいたします。 

 まず、実質収支に関する調書でございます

が、歳入歳出の決算額は、それぞれ総額３１３

０万８０００円で、歳入歳出の差引き額はゼロ

円でございます。 

 また、翌年度への繰り越すべき財源もゼロ円

でございます。 

 次に、歳入の内容について御説明いたしま

す。決算書の１１０ページと１１１ページをお

願いいたします。 

 なお、金額につきましては、１１１ページの

右から４列目の収入済額を、１０００円未満を

切り捨てて申し上げます。 

 款１・分担金及び負担金は、収入済額ゼロ円

で、収入未済額は１２万円でございます。これ

は、平成２３年度に新規に加入されました事業

所のケーブルテレビの引込み工事費の受益者負

担金約３０万円のうち１２万円の未納分でござ

いまして、令和３年度の入金はございませんで

した。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、収入済額６万４０００円、不納欠損額５５

万６０００円、収入未済額はゼロ円でございま

す。 

 目１・使用料ですが、平成２８年度から指定

管理者制度を導入しておりますことから、それ

以降ですね、ケーブルテレビ視聴などに伴う利

用料金は、指定管理者でありますテレビやつし

ろ株式会社の収入となっております。このた

め、この決算書に記載してあります使用料は、

全て平成２７年度以前の過年度分でございま

す。 

 内訳ですが、節１・ケーブルテレビ使用料

は、納入件数３２件分で、収入済額５万１００

０円、不納欠損額として４６万６０００円を計

上しており、収入未済額はゼロ円となっており

ます。節２のインターネット使用料が４件分

で、収入済額１万円、不納欠損額が８万９００

０円、収入未済額はゼロ円となっております。 

 不納欠損につきましては、八代市債権管理条

例第１０条第１項第１号の破産免責による者

が、ケーブルテレビ使用料で１名分、インター

ネット使用料で１名分、同第５号の生活困窮に

よるものが、ケーブルテレビ使用料で４名分、

インターネット使用料で１名分、同第６号の消

滅時効によるものが、ケーブルテレビ使用料で

４７名分、インターネット使用料で７名分とな

っております。 

 また、目２・手数料の節１・督促手数料は、

納入分の督促料３０００円でございます。 

 続きまして、款３・財産収入、項１・財産運

用収入、目１・財産貸付収入、節１・土地建物

貸付収入６９万９０００円は、ケーブルテレビ

の伝送路の貸付料でございまして、市所有の伝

送路の空き芯を携帯電話基地局で使用するた

め、携帯電話事業者に貸付けを行っているもの

でございます。 

 次に、款４・繰入金、項１、目１、節１・一

般会計繰入金は、収入済額３０５４万３０００

円で、令和２年７月豪雨災害及び光ブロードバ



 

－50－

ンド整備に伴う利用者減少などにより、指定管

理者への利用料金の減収補償を行ったことか

ら、令和２年度と比較して６１６万５０００円

の増額となっております。 

 続きまして、歳出について御説明をいたしま

す。別冊の令和３年度における主要な施策の成

果に関する調書その２の２０４ページをお願い

いたします。 

 ケーブルテレビ維持管理事業は、指定管理者

による坂本・東陽・泉の各センターの伝送路設

備や、テレビ放送、インターネット、顧客情報

管理などの運用保守業務に係る経費、また令和

２年７月豪雨災害、及び東陽・泉地区の光ブロ

ードバンド整備に伴う利用料金の減収に対する

補償金として支出した経費などでございます。 

 決算額は１９５３万９０００円で、主なもの

としましては、テレビやつしろ株式会社への指

定管理者委託料４８７万円、ケーブルテレビ坂

本センター空調設備修繕費５２万８０００円、

ケーブルテレビ用のカメラ購入費４０万５００

０円、東陽・泉地区の光ブロードバンド整備に

伴い、ケーブルテレビ、インターネットの利用

者が民間の光インターネットサービスに移行さ

れたことで、指定管理者であるテレビやつしろ

株式会社の利用料が減収したことから、協定書

に基づき、補償金として支出した経費７０８万

４０００円、新庁舎移転に伴うケーブルテレビ

システム機器の移設・設定委託費として１５２

万円、令和２年７月豪雨災害に伴う坂本地区の

利用者減少に伴い、指定管理者であるテレビや

つしろ株式会社の利用料が減少したことから、

協定書に基づき補償金として支出した経費５１

３万２０００円が主なものでございます。 

 事業の方向性としましては、５、市による実

施、現行どおりとしております。理由としまし

ては、中山間地域の難視聴対策としてサービス

を維持していくため、老朽化した施設機器の整

備を行う。また、整備に当たっては、光ブロー

ドバンド回線を利用した民間の映像配信など、

効率的かつ効果的な整備内容、運営・管理方法

を検討するとしております。 

 後に、公債費の状況について御説明いたし

ます。特別会計決算書の１１２ページ、１１３

ページをお願いいたします。 

 款２・公債費の支出済額は１１６９万５００

０円で、目１・元金が１１５４万２０００円、

目２・利子が１５万２０００円となっておりま

す。公債費の主なものとしましては、平成２６

年度に実施しましたインターネット系のです

ね、設備改修と、平成２７年度の台風及び令和

２年７月豪雨により被害を受けた設備の復旧費

用分となっております。 

 なお、令和３年度末における起債残高は９５

７６万７０００円となっております。 

 以上、令和３年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８２号・令和３年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計歳入歳出決算については、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部は御退席ください。 
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（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 以上で、付託されま

した案件の審査は全部終了しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって、総務委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時４５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和４年１０月２１日 

総務委員会 

委 員 長 
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